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は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
満
洲
事
変
に
対
す
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
対
応
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
欧
州
中
小
国
が
事
変
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て

い
た
の
か
、
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

従
来
の
研
究
は
、
満
洲
事
変
に
対
す
る
欧
州
中
小
国
の
反
発
が
日
本
の
国
際
連
盟
脱
退
に
つ
な
が
っ
た
と
指
摘
し
て
き
た
。
す
な
わ

ち
、（
一
）
国
際
連
盟
に
よ
る
集
団
安
全
保
障
を
自
国
の
安
全
保
障
の
基
軸
と
し
、そ
の
権
威
を
守
り
た
い
中
小
国
は
、日
本
に
厳
し
く
、

中
国
に
同
情
的
な
態
度
を
示
し
た
こ
と
、（
二
）
そ
う
し
た
中
小
国
の
態
度
が
事
変
の
円
満
処
理
を
意
図
す
る
英
仏
へ
の
圧
力
と
な
り
、

連
盟
に
お
け
る
審
議
を
難
航
さ
せ
た
こ
と
、（
三
）
こ
れ
に
対
し
て
日
本
は
、
中
小
国
の
反
発
を
回
避
し
つ
つ
、
大
国
間
協
調
を
回
復

さ
せ
る
た
め
に
連
盟
か
ら
の
脱
退
を
選
択
し
た
こ
と
、
の
三
点
を
指
摘
し
、
日
本
の
連
盟
脱
退
は
協
調
の
た
め
の
脱
退
で
あ
っ
た
と
結
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論
づ
け
て
き
た
の
で
あ
る（
1
）。

　

も
っ
と
も
、
国
際
連
盟
脱
退
の
要
因
と
さ
れ
て
き
た
満
洲
事
変
に
対
す
る
欧
州
中
小
国
の
反
発
に
関
し
て
、
従
来
の
研
究
が
十
分
に

分
析
し
て
き
た
と
は
い
い
難
い
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
中
小
国
の
存
在
が
日
本
外
交
の
前
に
立
ち
は
だ
か
っ
た
の
は
、
事
変
勃
発
か

ら
連
盟
脱
退
に
至
る
約
一
年
半
と
い
う
短
期
間
の
出
来
事
で
あ
り
、
一
時
的
な
現
象
に
と
ど
ま
る
も
の
だ
っ
た
点
に
あ
る
。
事
変
の
勃

発
と
と
も
に
盛
り
上
が
り
を
見
せ
た
連
盟
の
審
議
も
、
日
本
が
脱
退
す
る
と
す
ぐ
に
う
や
む
や
と
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
脱
退
に
よ
っ
て

連
盟
と
の
関
係
が
完
全
に
途
切
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
日
本
外
交
に
と
っ
て
の
喫
緊
の
課
題
は
、
英
米
、
あ
る
い
は
中
国
と
の

関
係
を
い
か
に
し
て
修
復
す
る
か
と
い
っ
た
点
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
。
結
局
、
事
変
期
の
ご
く
わ
ず
か
な
期
間
を
除
け
ば
、
英
米
を
主

と
す
る
大
国
と
の
関
係
や
中
国
と
の
関
係
が
日
本
外
交
の
焦
点
で
あ
り
つ
づ
け
た
の
で
あ
り
、
東
ア
ジ
ア
に
直
接
の
利
害
を
有
さ
な
い

欧
州
中
小
国
と
の
関
係
は
も
っ
ぱ
ら
副
次
的
な
重
要
性
し
か
持
た
な
か
っ
た
。
そ
う
し
て
研
究
の
比
重
も
ま
た
対
英
米
関
係
や
対
中
関

係
に
置
か
れ
、
中
小
国
の
存
在
は
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る（

2
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
本
稿
は
、
欧
州
中
小
国
の
一
つ
で
あ
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
を
取
り
上
げ
、
満
洲
事
変
の
勃
発
か
ら
日
本
の
国
際
連
盟
脱
退

に
至
る
ま
で
の
あ
い
だ
の
同
国
の
対
応
を
分
析
す
る（

3
）。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
従
来
の
研
究
で
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た

事
変
に
対
す
る
中
小
国
の
認
識
の
一
端
を
解
明
す
る
。
同
時
に
ま
た
、
こ
う
し
た
研
究
上
の
空
白
を
埋
め
る
こ
と
を
通
じ
て
、
戦
前
日

本
外
交
史
研
究
の
な
か
で
重
要
な
論
点
と
な
っ
て
き
た
連
盟
脱
退
回
避
の
可
能
性
と
そ
の
限
界
や
協
調
の
た
め
の
脱
退
論
と
い
っ
た
問

題
を
改
め
て
考
え
直
し
て
み
た
い
。
本
稿
が
分
析
対
象
と
し
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
を
取
り
上
げ
る
の
も
、
同
国
が
自
国
の
安
全
保
障
を
あ
る

程
度
に
お
い
て
国
際
連
盟
に
依
頼
す
る
中
小
国
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
一
方
で
、
独
立
以
前
の
日
露
戦
争
期
か
ら
日
本
と
深
い
政
治
的

関
係
を
持
つ
国
で
も
あ
り
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
再
考
す
る
の
に
相
応
し
い
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。
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一
　
満
洲
事
変
の
勃
発
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
外
交
方
針

（
１
）
事
変
の
勃
発
と
基
本
方
針
の
決
定

　

一
九
三
一
年
九
月
一
八
日
、
関
東
軍
は
奉
天
近
郊
の
柳
条
湖
付
近
に
お
い
て
満
鉄
線
を
爆
破
し
、
こ
れ
を
中
国
側
の
仕
業
と
し
て
軍

事
行
動
を
開
始
し
た
。
三
日
後
の
二
一
日
、
中
国
の
南
京
国
民
政
府
は
国
際
連
盟
規
約
第
一
一
条
に
も
と
づ
い
て
理
事
会
の
開
催
を
要

請
し
、
第
六
五
回
の
会
期
中
で
あ
っ
た
理
事
会
は
二
二
日
に
事
件
を
正
式
な
議
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
を
決
め
た
。
こ
う
し
て
柳

条
湖
事
件
を
き
っ
か
け
と
す
る
満
洲
事
変
は
連
盟
の
審
議
に
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

ポ
ー
ラ
ン
ド
が
そ
の
審
議
に
対
す
る
方
針
を
決
定
し
た
の
は
、
一
〇
月
理
事
会
開
会
直
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
九
月

理
事
会
で
の
日
本
代
表
団
の
不
拡
大
方
針
と
早
期
撤
兵
の
意
思
表
明
を
裏
切
る
か
た
ち
で
一
〇
月
八
日
に
関
東
軍
が
錦
州
爆
撃
を
強

行
、
事
変
は
拡
大
の
様
相
を
呈
し
、
一
〇
月
理
事
会
で
は
本
格
的
な
審
議
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
予
想
さ
れ
た
。
一
〇
月
一
四
日
付
の
表

題
お
よ
び
作
成
者
不
明
の
メ
モ
書
き
は
、
そ
の
書
き
ぶ
り
か
ら
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ザ
レ
ス
キ（

4
）（A

ugust Zaleski

）
外
相
か
ら
当
時
の
最

高
意
思
決
定
者
で
あ
る
ユ
ゼ
フ
・
ピ
ウ
ス
ツ
キ
（Józef Piłsudski

）
元
帥
宛
て
に
用
意
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
が
、

そ
こ
に
は
以
下
の
四
点
を
基
本
方
針
と
し
て
定
め
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る（

5
）。

一
、
国
家
の
領
土
保
全
原
則
の
尊
重
の
問
題
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
と
っ
て
最
も
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
が
日
本
と

中
国
の
あ
い
だ
の
紛
争
に
と
く
に
関
心
を
持
つ
理
由
で
あ
る
。

二
、
極
東
に
お
い
て
日
本
が
果
た
す
べ
き
役
割
の
重
要
性
を
十
分
に
認
識
し
、

三
、
連
盟
理
事
会
日
本
代
表
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
と
っ
て
直
接
の
関
心
事
に
親
切
に
理
解
を
示
し
て
く
れ
た
こ
と
に
感
謝
の
意
を
表
し
、
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四
、
ザ
レ
ス
キ
氏
は
、
領
土
保
全
原
則
の
尊
重
に
関
す
る
考
慮
事
項
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
日
本
に
対
し
て
最
大
限
の
同
情
を
示

す
こ
と
を
決
定
し
た
。
同
氏
は
、
こ
の
同
情
が
こ
れ
ま
で
日
中
の
対
立
で
維
持
し
て
き
た
留
保
に
表
れ
て
い
る
と
考
え
て
い

る
。

　

お
そ
ら
く
こ
の
方
針
を
具
体
化
し
た
も
の
が
、
同
日
付
ザ
レ
ス
キ
外
相
発
フ
ラ
ン
チ
シ
ェ
ク
・
ソ
カ
ル（

6
）（Franciszek Sokal

）
国

際
連
盟
ポ
ー
ラ
ン
ド
代
表
宛
電
報
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
ザ
レ
ス
キ
外
相
は
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
駐
在
す
る
ソ
カ
ル
公
使
に
次
の
よ
う
な
指

示
を
与
え
た（

7
）。

　

私
は
こ
こ
に
公
使
に
芳
澤
〔
謙
吉
〕
ま
た
は
佐
藤
〔
尚
武
〕
と
の
会
談
を
お
こ
な
う
必
要
が
あ
る
こ
と
を
通
知
す
る
。
公
使
は

以
下
の
方
針
に
従
う
。

　

一
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
と
っ
て
国
家
の
領
土
保
全
を
尊
重
す
る
こ
と
は
基
本
的
に
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
日
中
紛
争
に
ポ
ー
ラ
ン

ド
が
特
別
な
関
心
を
寄
せ
る
理
由
で
あ
る
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
、
極
東
に
お
け
る
日
本
の
役
割
の
重
要
性
と
、
ロ
シ
ア
と
の
関
係
に

お
け
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
日
本
の
共
通
の
利
益
を
十
分
に
認
識
し
て
い
る
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
と
っ
て
の
懸
案
事
項

に
お
け
る
国
際
連
盟
理
事
会
で
の
日
本
代
表
団
の
役
割
を
感
謝
の
気
持
ち
を
持
っ
て
覚
え
て
い
る
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
、
将
来
的
に

ポ
ー
ラ
ン
ド
に
関
わ
る
問
題
に
対
し
て
日
本
が
同
様
の
態
度
を
と
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
政
府
は
、
一
、
で
表

明
し
た
考
慮
事
項
の
範
囲
内
で
、
日
本
に
対
し
て
可
能
な
限
り
最
大
限
の
好
意
を
示
す
こ
と
を
決
定
し
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
日

中
紛
争
に
関
し
て
は
完
全
な
留
保
を
維
持
し
て
い
る
。
公
使
の
参
考
の
た
め
に
説
明
し
て
お
く
と
、
暗
号
で
提
供
さ
れ
た
情
報
と

は
別
に
私
が
こ
こ
で
述
べ
た
い
こ
と
は
、
私
が
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
へ
行
く
の
は
控
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

上
記
の
介
入
に
よ
り
、
一
月
理
事
会
で
の
少
数
民
族
問
題
、
と
く
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
問
題
に
お
い
て
報
告
者
〔
日
本
〕
の
積
極
的
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な
支
持
が
確
保
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
の
二
つ
の
文
書
が
示
す
よ
う
に
、
連
盟
に
お
け
る
審
議
に
際
し
て
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
と
っ
て
の
最
優
先
事
項
は
、
領
土
保
全
原
則

が
守
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
よ
う
や
く
独
立
を
果
た
し
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
と
っ
て
、
そ
の
領
土
・
領
域
は
安

定
的
な
も
の
と
は
い
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
国
内
的
に
は
多
く
の
少
数
民
族
を
抱
え
て
そ
の
自
治
・
独
立
運
動
に
悩
ま
さ
れ
る
一

方
、
対
外
的
に
は
ド
イ
ツ
や
ソ
連
、
さ
ら
に
は
リ
ト
ア
ニ
ア
と
の
あ
い
だ
で
も
領
土
問
題
を
抱
え
て
い
た（

8
）。
そ
の
よ
う
な
ポ
ー
ラ
ン
ド

か
ら
す
れ
ば
、
領
土
保
全
原
則
の
尊
重
は
決
し
て
譲
る
こ
と
の
で
き
な
い
一
線
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
他
方
で
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
政
府
は
こ
の
一
線
を
越
え
な
い
範
囲
で
「
最
大
限
の
同
情
」「
最
大
限
の
好
意
」
を
日
本
に
示
す
こ

と
も
決
定
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、ザ
レ
ス
キ
外
相
の
訓
令
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、一
つ
は
対
ソ
関
係
に
あ
っ
た
。「
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
、

極
東
に
お
け
る
日
本
の
役
割
の
重
要
性
と
、
ロ
シ
ア
と
の
関
係
に
お
け
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
日
本
の
共
通
の
利
益
を
十
分
に
認
識
し
て
い

る
」と
い
う
部
分
が
そ
れ
で
あ
る
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
、ソ
連
と
い
う
強
大
な
敵
の
存
在
を
前
に
し
て
日
本
を
そ
の
戦
略
上
の
パ
ー
ト
ナ
ー

と
し
て
確
保
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た（

9
）。

　

も
う
一
つ
の
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、少
数
民
族
問
題
で
あ
る
。「
上
記
の
介
入
に
よ
り
、一
月
理
事
会
で
の
少
数
民
族
問
題
、

と
く
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
問
題
に
お
い
て
報
告
者
〔
日
本
〕
の
積
極
的
な
支
持
が
確
保
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
」
と
い
う
部
分
は
、
そ
の
こ
と

を
は
っ
き
り
と
記
し
て
い
る
。「
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
と
っ
て
の
懸
案
事
項
に
お
け
る
国
際
連
盟
理
事
会
で
の
日
本
代
表

団
の
役
割
を
感
謝
の
気
持
ち
を
持
っ
て
覚
え
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
シ
ロ
ン
ス
ク
地
方
や
グ
ダ
ン
ス
ク
自
由
市
を
め
ぐ

る
ポ
ー
ラ
ン
ド
・
ド
イ
ツ
間
の
紛
争
を
調
停
し
て
き
た
日
本
の
存
在
は
大
き
か
っ
た）

10
（

。
こ
う
し
た
経
緯
を
踏
ま
え
て
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
、

事
変
の
審
議
に
お
い
て
日
本
に
好
意
的
態
度
を
と
る
こ
と
と
引
き
換
え
に
、
一
月
理
事
会
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
予
定
の
同
国
南
東
部
の

ガ
リ
ツ
ィ
ア
地
方
に
お
け
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
系
住
民
を
め
ぐ
る
問
題
で
日
本
か
ら
の
支
持
を
引
き
出
す
と
い
う
戦
略
を
練
り
上
げ
た
の
で
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あ
る
。

　

さ
て
、
ザ
レ
ス
キ
外
相
か
ら
の
訓
令
を
受
け
取
っ
た
翌
日
、
ソ
カ
ル
公
使
は
芳
澤
謙
吉
駐
仏
大
使
兼
国
際
連
盟
日
本
代
表
と
澤
田
節

蔵
国
際
連
盟
帝
国
事
務
局
長
の
二
人
と
会
談
を
持
っ
た
。
そ
の
報
告
書
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る）

11
（

。

澤
田
公
使
が
同
席
し
た
芳
澤
大
使
と
の
会
談
の
な
か
で
、
私
は
大
臣
の
立
場
を
紹
介
し
た
。
芳
澤
大
使
は
、
私
が
意
図
的
に
言
及

し
た
わ
け
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
よ
り
も
先
に
少
数
民
族
問
題
か
ら
話
し
始
め
た
…
…
日
本
は
日
中
問
題
に
お
け
る
完

全
な
行
動
の
自
由
を
維
持
す
る
こ
と
を
望
ん
で
お
り
、
日
本
は
、
将
来
の
そ
の
立
場
を
、
少
数
民
族
問
題
だ
け
で
な
く
、
お
そ
ら

く
連
盟
に
対
す
る
政
策
全
般
に
も
関
わ
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

ソ
カ
ル
公
使
は
、
満
洲
事
変
の
さ
な
か
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
何
よ
り
も
先
に
少
数
民
族
問
題
か
ら
話
し
始
め
た
」
芳
澤
の
言
動
に
、

日
本
も
事
変
と
少
数
民
族
問
題
の
取
引
を
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
い
の
目
を
向
け
た
。
も
っ
と
も
、
管
見
の
限
り
日
本
外
務

省
が
そ
う
し
た
取
引
を
検
討
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
資
料
は
な
く
、
こ
れ
は
ソ
カ
ル
公
使
の
深
読
み
の
し
過
ぎ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
な
疑
念
を
抱
か
せ
る
ほ
ど
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
側
が
少
数
民
族
問
題
に
敏
感
だ
っ
た
こ
と
を
こ
の
報
告
書
は
示
し
て
い
る
。

　

実
際
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
と
っ
て
少
数
民
族
問
題
の
優
先
順
位
は
高
か
っ
た
。
ザ
レ
ス
キ
の
後
任
と
し
て
の
ち
に
外
相
に
就
任
す
る
ユ

ゼ
フ
・
ベ
ッ
ク）

12
（

（Józef Beck

）
副
大
臣
が
同
年
一
二
月
に
ヴ
ィ
ル
ノ
に
滞
在
す
る
ピ
ウ
ス
ツ
キ
元
帥
を
訪
問
し
て
会
談
し
た
際
、
両

者
の
あ
い
だ
で
今
後
解
決
す
べ
き
問
題
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
の
は
「
グ
ダ
ン
ス
ク
、
少
数
民
族
条
約
、
リ
ト
ア
ニ
ア
、
チ
ェ
シ
ン
・
シ

ロ
ン
ス
ク
」
の
四
つ
で
あ
っ
た）

13
（

。
ザ
レ
ス
キ
外
相
と
ベ
ッ
ク
副
大
臣
、
お
よ
び
ベ
ッ
ク
副
大
臣
を
推
す
ピ
ウ
ス
ツ
キ
元
帥
の
人
間
関
係

や
外
交
思
想
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
存
在
し
た
が）

14
（

、
少
数
民
族
問
題
に
対
す
る
認
識
は
政
府
内
で
広
く
共
有
さ
れ
て
お
り
、
ポ
ー
ラ
ン

ド
政
府
は
そ
の
解
決
に
向
け
て
事
変
を
積
極
的
に
利
用
す
る
こ
と
を
視
野
に
入
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
満
洲
事
変
に
対
す
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
基
本
方
針
は
、
領
土
保
全
原
則
の
尊
重
を
最
重
要
と
し
な
が
ら
も
、
対
ソ
関
係
の

観
点
か
ら
日
本
と
の
友
好
関
係
に
も
注
意
を
払
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
日
本
と
の
関
係
は
少
数
民
族
問
題
の
観
点
か
ら
も
重
視
さ

れ
た）

15
（

。（
２
）
事
変
初
期
に
お
け
る
対
日
友
好
政
策
の
展
開

　

以
上
の
よ
う
な
基
本
方
針
の
下
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
代
表
団
は
、
日
本
に
対
し
て
実
際
に
好
意
的
態
度
を
示
し
て
い
く
。

た
と
え
ば
、
一
〇
月
理
事
会
の
焦
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
米
国
招
請
の
是
非
に
つ
い
て
、
そ
の
表
決
に
対
す
る
ザ
レ
ス
キ
外
相
の
指
示
は
、

「
も
し
日
本
が
完
全
に
孤
立
し
て
い
る
な
ら
、米
国
の
招
請
に
賛
成
票
を
投
じ
、も
し
投
票
が
分
か
れ
て
い
る
な
ら
、反
対
票
を
投
じ
る
」

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た）

16
（

。
結
局
、
こ
の
表
決
に
際
し
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
賛
成
票
を
投
じ
た
が
、
そ
れ
は
日
本
が
完
全
に
孤
立
し
て
い
た

た
め
で
あ
っ
た）

17
（

。

　

ま
た
、
一
〇
月
理
事
会
で
は
会
期
末
の
一
〇
月
二
四
日
に
次
回
理
事
会
開
催
の
一
一
月
一
六
日
を
期
限
と
し
て
日
本
の
撤
兵
を
求
め

る
決
議
案
が
提
出
さ
れ
、
一
三
対
一
と
い
う
日
本
の
み
の
反
対
に
よ
っ
て
否
決
さ
れ
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る）

18
（

。
こ
こ
で
も
ポ
ー

ラ
ン
ド
は
、
表
決
で
は
日
本
に
同
調
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
閉
会
に
際
し
て
の
相
互
祝
辞
の
場
を
欠
席
し
、
満
洲
事
変
へ
の
態
度

表
明
を
回
避
す
る
こ
と
で
日
本
へ
の
好
意
を
示
そ
う
と
し
た）

19
（

。

　

こ
う
し
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
あ
か
ら
さ
ま
な
日
本
寄
り
の
姿
勢
は
、
連
盟
関
係
者
も
訝
し
が
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
一
〇
月
理
事
会
閉
会

後
の
ソ
カ
ル
公
使
の
報
告
書
に
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
回
廊
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
と
の
対
立
を
抱
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
条
約
の
尊

重
と
規
約
第
一
〇
条
の
規
定
の
遵
守
に
つ
い
て
、
ま
た
侵
略
者
を
外
国
領
土
か
ら
排
除
す
る
た
め
の
理
事
会
の
積
極
的
か
つ
迅
速
な
行

動
に
つ
い
て
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
が
ど
れ
ほ
ど
重
視
し
て
い
る
か
を
示
す
機
会
を
利
用
し
な
か
っ
た
こ
と
に
驚
き
の
声
が
あ
が
っ
た
」
と
記

さ
れ
て
い
る）

20
（

。
同
じ
報
告
書
の
な
か
で
、
理
事
会
で
の
表
決
に
対
す
る
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
立
場
は
日
本
代
表
団
に
と
っ
て
理
解
で
き
る
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も
の
で
あ
っ
た
」
と
し
、「
大
臣
が
示
し
た
好
意
は
正
当
に
評
価
さ
れ
、
感
謝
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が）

21
（

、
そ

れ
は
決
し
て
過
大
評
価
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
理
事
会
閉
会
後
の
一
〇
月
二
九
日
に
は
、
中
国
側
か
ら
一
〇
月
二
四
日
理
事
会
決
議
案
の
第
四
項
（
Ｂ
）
に
も
と
づ
い
て
満

洲
へ
の
代
表
団
派
遣
を
求
め
る
要
請
が
各
理
事
国
に
向
け
て
発
出
さ
れ
た
が
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
、
英
仏
の
動
向
も
見
き
わ
め
つ
つ）

22
（

、
丁

寧
な
言
葉
で
も
っ
て
そ
れ
を
謝
絶
し
た
。
す
な
わ
ち
、
中
国
側
の
要
請
に
対
し
て
、「
ポ
ー
ラ
ン
ド
政
府
は
中
国
政
府
の
提
案
を
慎
重

に
検
討
し
た
が
、
一
〇
月
二
四
日
決
議
が
発
効
し
な
い
限
り
、
最
終
的
な
決
定
を
下
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
返
答
し
た
の
で
あ
る）

23
（

。

　

一
一
月
理
事
会
に
入
る
と
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
好
意
は
よ
り
積
極
的
な
か
た
ち
で
示
さ
れ
て
い
く
。
パ
リ
で
再
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
理
事
会
に
自
ら
出
席
す
る
こ
と
を
決
め
た
ザ
レ
ス
キ
外
相
は
、
出
発
前
に
河
合
博
之
駐
ポ
ー
ラ
ン
ド
公
使
の
訪
問
を
受
け
た
際
、「
日

波
両
国
ノ
親
交
ニ
鑑
ミ
自
分
ハ
決
シ
テ
日
本
ノ
利
益
ニ
反
ス
ル
如
キ
行
動
ハ
為
サ
サ
ル
ヘ
シ
理
事
会
ニ
於
テ
ハ
波
蘭
ハ
大
国
ニ
反
対
ス

ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
地
位
ニ
ア
ル
モ
自
分
ハ
微
力
ヲ
シ
テ
日
支
ノ
紛
争
カ
円
満
ニ
解
決
セ
ン
ト
ス
ル
コ
ト
ニ
努
力
セ
ン
」
と
伝
え
た）

24
（

。

　

そ
の
後
、
一
一
月
一
六
日
に
理
事
会
が
再
開
さ
れ
る
と
、
ザ
レ
ス
キ
外
相
は
一
八
日
の
秘
密
会
の
席
で
「
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
考
慮

す
べ
き
で
あ
る
」
と
前
置
き
し
た
う
え
で
、「
規
約
は
、
理
事
会
が
合
意
に
達
し
な
い
可
能
性
も
想
定
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
」
と
述
べ
、
国
際
連
盟
規
約
第
一
五
条
第
七
項
の
適
用
を
示
唆
し
た）

25
（

。
制
裁
へ
の
道
を
開
く
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
第
一
五
条

の
適
用
は
日
本
に
と
っ
て
不
利
と
も
思
え
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
ね
ら
い
は
、「『
合
法
な
戦
争
』
の
可
能
性
を
規
定
し
て
い
る
第

一
五
条
第
七
項
」
が
適
用
で
き
れ
ば
、「
状
況
は
完
全
に
日
本
の
手
で
解
決
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
同
時
に
連
盟
理
事
会
の
道
徳
的
権

威
を
守
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
点
に
あ
っ
た）

26
（

。
連
盟
規
約
第
一
五
条
第
七
項
は
、「
連
盟
理
事
会
ニ
於
テ
、
紛
争
当
事
国

ノ
代
表
者
ヲ
除
キ
、
他
ノ
連
盟
理
事
会
員
全
部
ノ
同
意
ア
ル
報
告
書
ヲ
得
ル
ニ
至
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
、
連
盟
国
ハ
、
正
義
公
道
ヲ
維
持
ス

ル
為
必
要
ト
認
ム
ル
処
置
ヲ
執
ル
ノ
権
利
ヲ
留
保
ス
」
と
規
定
し
て
お
り
、
理
事
会
に
よ
る
報
告
書
が
全
会
一
致
を
得
ら
れ
ず
、
多

数
決
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
場
合
、
当
事
国
が
武
力
に
よ
っ
て
紛
争
を
解
決
す
る
権
利
を
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ザ
レ
ス
キ
外
相
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は
、
エ
ド
ヴ
ァ
ル
ト
・
ラ
チ
ン
ス
キ）

27
（

（Edw
ard Raczyński

）
国
際
組
織
部
長
と
タ
デ
ウ
シ
ュ
・
グ
ヴ
ィ
ア
ズ
ド
ス
キ）

28
（

（Tadeusz 
G

w
iazdoski

）
国
際
連
盟
ポ
ー
ラ
ン
ド
代
表
部
参
事
官
の
二
人
を
通
じ
て
、
こ
の
点
を
国
際
連
盟
事
務
次
長
兼
政
治
部
長
で
あ
る
杉

村
陽
太
郎
に
説
明
し
た
。

　

さ
ら
に
翌
一
九
日
、
ザ
レ
ス
キ
外
相
は
再
び
グ
ヴ
ィ
ア
ズ
ド
ス
キ
参
事
官
を
杉
村
の
も
と
に
送
っ
た
。
前
日
に
実
施
さ
れ
た
日
本
側

へ
の
聴
取
に
対
す
る
「
理
事
会
の
手
続
き
的
な
誤
り
」
を
指
摘
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
参
事
官
は
外
相
か
ら
の
言
葉
と
し
て
「
規
約
第

一
一
条
に
も
と
づ
い
て
行
動
す
る
理
事
会
は
、
当
事
国
に
対
し
て
、
理
事
会
の
名
に
お
い
て
い
か
な
る
提
案
や
質
問
も
提
出
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
」
と
伝
え
、
杉
村
は
ザ
レ
ス
キ
外
相
の
助
言
に
感
謝
し
た）

29
（

。

　

こ
の
よ
う
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
日
本
に
対
す
る
好
意
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
日
本
の
外
交
官
は
も
ち
ろ
ん
、
欧
州
各
国
の
外
交

官
や
連
盟
関
係
者
に
も
容
易
に
理
解
で
き
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

（
３
）
対
日
友
好
政
策
の
ジ
レ
ン
マ

　

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
日
本
へ
の
好
意
的
態
度
は
自
ら
の
手
で
国
際
連
盟
の
権
威
を
掘
り
崩
す
も
の
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
領
土
保
全

原
則
が
破
ら
れ
る
事
態
を
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
も
自
覚
的
で
あ
っ
た
。
た
と
え

ば
、
前
述
の
ソ
カ
ル
公
使
の
報
告
書
の
な
か
で
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
し
て
、
我
々
は
日
中
紛
争
に
二
重
の
関
心
を
抱
い
て
い
た
。
そ
れ
は
、

極
東
に
お
け
る
、
ま
た
ソ
連
の
立
場
に
対
す
る
我
国
の
政
策
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
理
事
会
に
お
い
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
を
当
事
国
と
す
る

論
争
が
生
じ
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
類
似
点
の
た
め
で
も
あ
っ
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は）

30
（

、
そ
う
し
た
同
国
の
複
雑
な
立
場
を
表

現
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
日
本
と
の
関
係
に
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
き
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
も
、
審
議
の
過
程
で
連
盟
規
約
の
実
効
性
が
損
な
わ
れ

て
い
く
こ
と
に
は
危
機
感
を
募
ら
せ
た
。
同
じ
報
告
書
の
な
か
で
ソ
カ
ル
公
使
は
、
日
本
に
条
件
付
き
撤
兵
を
求
め
た
九
月
三
〇
日
理
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事
会
決
議
は
「
こ
れ
ま
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
理
論
が
崩
壊
し
た
」
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、「
驚
く
べ
き
こ
と
」
で
あ
っ
た

と
述
べ
て
い
る）

31
（

。「
国
際
ノ
平
和
ヲ
擁
護
ス
ル
為
適
当
且
有
効
ト
認
ム
ル
措
置
ヲ
執
ル
」
と
定
め
た
連
盟
規
約
第
一
一
条
は
紛
争
当
事

国
双
方
に
即
時
停
戦
と
即
時
撤
兵
を
求
め
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
お
り）

32
（

、
九
月
三
〇
日
理
事
会
決
議
は
そ
の
期
待
を
大
き
く
裏
切
る
も

の
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
危
機
感
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
外
務
省
内
で
あ
る
程
度
共
有
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
一
月
理
事
会
を
前
に
グ
ヴ
ィ

ア
ズ
ド
ス
キ
参
事
官
も
報
告
書
を
作
成
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
「
第
一
一
条
に
も
と
づ
い
て
行
動
す
る
理
事
会
の
手
続
と
権
限
が
と

る
に
足
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
い
う
事
実
に
目
を
つ
ぶ
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
記
さ
れ
て
い
る）

33
（

。
満
洲
事
変
の
審
議

を
通
じ
て
連
盟
規
約
の
実
効
性
に
疑
問
符
が
付
き
始
め
て
い
る
事
態
を
直
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
参
事
官
の
報
告
書
は
、
ラ

チ
ン
ス
キ
国
際
組
織
部
長
か
ら
ザ
レ
ス
キ
外
相
に
届
け
ら
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
、
一
方
で
日
本
と
の
友
好
関
係
を
保
つ
こ
と
を
求
め
な
が
ら
、
他
方
で
国
際
連
盟
の
権
威
が
守
ら
れ
る

こ
と
も
望
ん
で
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
満
洲
事
変
と
い
う
事
態
を
前
に
し
て
こ
の
二
つ
の
目
的
は
究
極
的
に
は
両
立
し
得
な
い
も
の

で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
な
か
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
、
満
洲
事
変
は
例
外
事
件
で
あ
り
、
連
盟
に
お
け
る
そ
の
審
議
は
先
例
と
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
そ

れ
が
欧
州
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
、
と
い
う
主
張
を
打
ち
出
し
て
い
く
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
が
被
侵
略
国
と
な
っ
た
場
合
を
想
定
し
た

と
き
、
連
盟
が
日
本
に
示
し
た
の
と
同
様
に
侵
略
国
に
宥
和
的
態
度
を
と
る
こ
と
は
、
到
底
容
認
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
。

　

実
際
、
一
〇
月
理
事
会
閉
会
後
、
満
洲
に
お
け
る
日
本
の
行
動
を
先
例
と
し
て
ド
イ
ツ
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
回
廊
を
占
領
す
る
事
態
が
発

生
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
懸
念
が
広
が
っ
て
お
り
、ポ
ー
ラ
ン
ド
は
事
変
の
先
例
性
を
打
ち
消
す
必
要
が
あ
っ
た
。
ア
レ
ク
シ
・

レ
ジ
ェ
（Alexis Leger

）
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
大
臣
室
長
を
発
信
源
と
す
る
こ
の
懸
念
に
対
し
て
河
合
駐
ポ
ー
ラ
ン
ド
公
使
が
釈
明
に
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訪
れ
る
と
、
ザ
レ
ス
キ
外
相
は
「
こ
の
種
の
類
推
の
危
険
性
を
強
調
し
」、「
も
し
類
推
の
問
題
が
公
に
提
起
さ
れ
れ
ば
、
た
め
ら
う
こ

と
な
く
反
対
す
る
だ
ろ
う
と
言
明
し
た）

34
（

」。
そ
の
口
調
は
、
数
日
前
に
「
日
波
両
国
ノ
親
交
ニ
鑑
ミ
自
分
ハ
決
シ
テ
日
本
ノ
利
益
ニ
反

ス
ル
如
キ
行
動
ハ
為
サ
サ
ル
ヘ
シ
」
と
伝
え
た
と
き
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
険
し
く
、
事
変
の
先
例
性
を
認
め
な
い
と
す
る
ポ
ー
ラ
ン

ド
の
立
場
を
明
確
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　

満
洲
事
変
の
特
殊
性
、
例
外
性
を
強
調
す
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
主
張
は
一
一
月
理
事
会
で
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
一
一
月
理
事
会
の

審
議
は
日
本
の
強
硬
な
反
対
を
前
に
撤
兵
問
題
を
先
送
り
し
、
議
題
は
調
査
団
派
遣
の
是
非
に
絞
ら
れ
た
。
停
戦
や
撤
兵
へ
の
態
度
表

明
を
回
避
で
き
る
こ
の
議
事
進
行
は
、
日
本
と
の
友
好
関
係
を
考
慮
す
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
と
っ
て
好
都
合
で
あ
っ
た
一
方
で
、
領
土
保

全
原
則
の
尊
重
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
同
国
の
不
安
を
増
大
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
ザ
レ
ス
キ
外
相
は
、
調
査
団

派
遣
に
賛
成
す
る
前
提
と
し
て
、「
紛
争
の
極
度
の
複
雑
さ
と
地
域
の
特
殊
な
位
置
に
よ
り
、
理
事
会
に
提
出
さ
れ
た
こ
の
問
題
は
ま
っ

た
く
例
外
的
な
性
格
を
帯
び
で
お
り
、
し
た
が
っ
て
理
事
会
は
同
様
に
例
外
的
な
方
法
を
採
用
す
る
必
要
が
あ
っ
た
」
と
述
べ
、
満
洲

事
変
の
特
殊
性
と
例
外
性
を
強
調
し
た
の
で
あ
る）

35
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
国
際
連
盟
の
権
威
と
領
土
保
全
原
則
が
守
ら
れ
る
こ
と
と
、
日
本
と
の
友
好
関
係
を
保
つ
こ
と
、
と
い
う
二
つ
の

目
的
を
追
求
す
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
、
両
者
が
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
つ
つ
、
可
能
な
限
り
こ
れ
ら
を
同
時
に
達
成
し
よ

う
と
し
た
。
そ
の
な
か
で
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
、
満
洲
事
変
は
例
外
事
件
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
連
盟
に
お
け
る
そ
の
審
議
は
先
例
と
は
な

ら
な
い
と
す
る
論
理
を
持
ち
出
す
こ
と
で
二
つ
の
目
的
を
両
立
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

（
４
）
日
本
の
対
応

　

一
方
、
日
本
も
ポ
ー
ラ
ン
ド
側
の
好
意
と
懸
念
の
双
方
を
十
分
理
解
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
は
ポ
ー

ラ
ン
ド
側
の
好
意
に
積
極
的
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
そ
の
懸
念
を
払
拭
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
事
変
が
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い
つ
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
収
束
す
る
の
か
、
そ
の
見
通
し
が
ま
っ
た
く
立
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
一
〇
月
理
事
会
開
会
直
後
に
ソ
カ
ル
公
使
か
ら
持
ち
掛
け
ら
れ
た
満
洲
事
変
と
少
数
民
族
問
題
の
取
引
に
関
し
て
、
日

本
外
務
省
内
で
検
討
さ
れ
た
形
跡
が
な
い
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
が
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
会
談
に
臨
ん
だ
芳
澤
と
澤
田
の
二
人
が
本

省
に
こ
の
こ
と
を
伝
え
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
実
は
ソ
カ
ル
公
使
の
報
告
書
の
な
か
に
は
、「
一
月
以
降
に
一
体
何
が

起
こ
る
か
ど
う
し
て
我
々
に
わ
か
る
だ
ろ
う
か
？
」「
そ
の
と
き
我
々
は
ど
こ
に
い
る
だ
ろ
う
か
？
」
と
脱
退
の
可
能
性
さ
え
示
唆
し

て
悲
観
的
に
な
る
芳
澤
の
様
子
も
記
さ
れ
て
い
る）

36
（

。
公
使
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
同
様
、
日
本
側
も
取
引
を
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
疑
っ
て
い
た
が
、
芳
澤
は
本
気
で
悲
観
し
て
い
た）

37
（

。

　

ま
た
、
一
一
月
理
事
会
に
お
い
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
側
が
提
案
し
た
連
盟
規
約
第
一
五
条
第
七
項
の
適
用
に
つ
い
て
も
日
本
が
応
じ
る
の

は
難
し
か
っ
た
。
実
際
、
グ
ヴ
ィ
ア
ズ
ド
ス
キ
参
事
官
か
ら
そ
の
適
用
に
関
す
る
説
明
を
受
け
た
杉
村
は
、
ザ
レ
ス
キ
外
相
の
提
案
に

感
謝
す
る
一
方
で
、「
日
本
軍
当
局
が
、
連
盟
理
事
会
か
ら
の
い
か
な
る
勧
告
も
無
視
し
て
最
終
的
に
絶
対
に
チ
チ
ハ
ル
を
占
領
す
る

と
い
う
、
軍
事
作
戦
計
画
を
最
後
ま
で
実
行
す
る
強
い
決
意
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
き
わ
め
て
透
明
性
の
高
い
か
た
ち
で
明
ら
か
に
し

た）
38
（

」。

　

こ
れ
は
、
日
本
と
し
て
第
一
五
条
第
七
項
の
適
用
は
容
認
で
き
な
い
こ
と
を
ポ
ー
ラ
ン
ド
側
に
伝
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の

も
、
た
と
え
そ
の
規
定
に
沿
っ
て
合
法
な
戦
争
へ
の
道
が
開
か
れ
る
と
し
て
も
、
第
一
二
条
第
一
項
が
「
連
盟
国
ハ
、
連
盟
国
間
ニ
国

交
断
絶
ニ
至
ル
ノ
虞
ア
ル
紛
争
発
生
ス
ル
ト
キ
ハ
、当
該
事
件
ヲ
仲
裁
裁
判
若
ハ
司
法
的
解
決
又
ハ
連
盟
理
事
会
ノ
審
査
ニ
付
ス
ヘ
ク
、

且
仲
裁
裁
判
官
ノ
判
決
若
ハ
司
法
裁
判
ノ
判
決
後
又
ハ
連
盟
理
事
会
ノ
報
告
後
三
月
ヲ
経
過
ス
ル
迄
、
如
何
ナ
ル
場
合
ニ
於
テ
モ
、
戦

争
ニ
訴
ヘ
サ
ル
コ
ト
ヲ
約
ス
」
と
規
定
し
て
お
り
、
報
告
書
公
表
後
三
カ
月
の
あ
い
だ
は
い
か
な
る
軍
事
行
動
も
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
た
め
で
あ
る
。
軍
中
央
で
さ
え
関
東
軍
の
統
制
に
苦
慮
す
る
な
か）

39
（

、
現
在
進
行
中
の
軍
事
行
動
を
中
止
し
て
三
カ
月
も
の
あ
い
だ

停
戦
で
き
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ
ず
、
し
か
も
日
本
側
か
ら
停
戦
を
破
れ
ば
第
一
六
条
に
も
と
づ
く
制
裁
が
現
実
の
も
の
と
な
る
の
で
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あ
り
、杉
村
と
し
て
は
そ
の
よ
う
な
危
険
を
冒
し
て
ま
で
第
一
五
条
第
七
項
の
適
用
に
進
む
な
ど
あ
り
得
な
い
選
択
で
あ
っ
た
。
翌
日
、

再
び
訪
問
し
て
き
た
参
事
官
に
対
し
て
杉
村
は
、「
軍
当
局
が
日
本
の
情
勢
を
完
全
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
」、「
幣

原
〔
喜
重
郎
〕
男
爵
と
外
務
省
全
体
が
連
盟
の
行
動
を
考
慮
し
よ
う
と
し
な
い
軍
部
の
圧
力
の
も
と
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
」
と
釈
明
し

て
い
る
が）

40
（

、
そ
れ
は
外
務
省
の
無
力
さ
を
伝
え
る
こ
と
で
同
条
項
の
適
用
が
日
本
に
と
っ
て
困
難
で
あ
る
こ
と
を
念
押
し
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
側
も
こ
れ
以
上
は
第
一
五
条
第
七
項
の
適
用
を
持
ち
出
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
同
条
項
は

紛
争
当
事
国
以
外
の
反
対
を
要
件
と
し
て
い
る
が
、
そ
こ
ま
で
の
重
荷
を
背
負
う
覚
悟
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
は
な
く
、
さ
ら
に
も
し
第

一
六
条
に
よ
る
制
裁
の
議
論
に
入
れ
ば
審
議
は
い
っ
そ
う
紛
糾
し
、
連
盟
の
権
威
を
傷
つ
け
る
恐
れ
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
結
局
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
外
務
省
内
で
検
討
さ
れ
た
結
果
、「
理
事
会
が
報
告
書
を
全
会
一
致
で
採
択
で
き
な
い
可
能
性
は
低
い
」
こ
と
、「
第
一
五

条
の
手
続
き
実
施
後
に
日
本
が
中
国
に
対
し
て
敵
対
行
為
を
開
始
し
た
場
合
、
理
事
会
は
第
一
六
条
（
攻
撃
者
に
対
す
る
制
裁
）
を
適

用
す
べ
き
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
」
こ
と
、
の
二
点
を
あ
げ
た
う
え
で
、「
第
一
五
条
の
適
用
は
決
し
て
日
本
の
利
益
に

な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
条
項
を
適
用
す
る
と
、
連
盟
理
事
会
が
非
常
に
面
倒
な
立
場
に
置
か
れ
る
」
と
し
て
、
第
一
一
条
に
も
と

づ
く
審
議
を
継
続
す
る
ほ
う
が
よ
い
と
結
論
づ
け
た）

41
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
日
本
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
側
か
ら
示
さ
れ
た
好
意
に
ま
っ
た
く
応
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
事
変
の
収
束

に
見
通
し
が
立
た
ず
、
日
本
外
務
省
に
そ
の
好
意
を
受
け
入
れ
る
だ
け
の
準
備
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
日
本
は
決
し
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
を
軽
視
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
側
の
好
意
に
応
え
ら

れ
な
い
な
か
、
日
本
外
務
省
、
と
く
に
在
欧
外
交
官
は
同
国
が
抱
く
懸
念
の
払
拭
に
努
め
、
そ
の
好
意
を
繋
ぎ
と
め
よ
う
と
し
た
。
た

と
え
ば
、
前
述
の
よ
う
に
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
が
最
も
懸
念
し
て
い
た
満
洲
事
変
を
先
例
と
し
た
ド
イ
ツ
に
よ
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
回
廊
の
占
領

と
い
う
事
態
に
関
し
て
、
そ
の
噂
を
聞
き
つ
け
る
や
否
や
、
芳
澤
は
河
合
駐
ポ
ー
ラ
ン
ド
公
使
に
対
し
て
同
国
に
説
明
を
お
こ
な
う
よ
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う
指
示
を
出
し
て
い
る
。
一
一
月
理
事
会
を
目
前
に
控
え
、
ザ
レ
ス
キ
外
相
か
ら
理
事
会
に
お
い
て
日
本
に
好
意
的
態
度
を
と
る
旨
の

話
を
受
け
た
こ
と
も
あ
り
、
芳
澤
は
河
合
に
対
し
て
外
相
が
パ
リ
に
向
け
て
出
発
す
る
前
に
直
接
面
会
す
る
よ
う
と
く
に
注
意
を
促
し

た）
42
（

。

　

ま
た
、
一
一
月
理
事
会
に
お
い
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
が
事
変
の
特
殊
性
、
例
外
性
を
強
調
す
る
議
論
を
展
開
す
る
と
、
日
本
側
も
こ
れ
に

呼
応
す
る
か
た
ち
で
連
盟
規
約
適
用
伸
縮
論
を
打
ち
出
し
た
。
連
盟
規
約
適
用
伸
縮
論
と
は
、
国
際
連
盟
の
精
神
が
世
界
全
体
の
平
和

に
貢
献
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
一
方
で
、
中
国
問
題
、
な
か
で
も
満
洲
問
題
は
例
外
、
特
殊
問
題
で
あ
り
、
連
盟
規
約
を
適

用
す
る
場
合
に
は
伸
縮
性
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
九
三
二
年
二
月
二
日
付
芳
澤
謙
吉
外
相
発
在
ジ
ュ

ネ
ー
ブ
澤
田
節
蔵
連
盟
帝
国
事
務
局
長
宛
電
報
に
お
け
る
「
貴
電
一
三
号
連
盟
規
約
適
用
伸
縮
論
ハ
此
上
共
連
盟
側
ニ
徹
底
ス
ル
コ
ト

肝
要
」
と
す
る
指
示
か
ら
わ
か
る
よ
う
に）

43
（

、
同
論
は
こ
の
一
月
か
ら
回
を
新
た
に
始
ま
る
第
六
六
回
理
事
会
に
向
け
た
対
策
と
し
て
、

在
欧
外
交
官
か
ら
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た）

44
（

。

　

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
発
第
一
三
号
の
電
報
は
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
動
向
と
連
盟
規
約
適
用
伸
縮
論
が
ど
こ
ま
で
関
係
し

て
い
た
か
、
確
た
る
こ
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、
同
論
が
中
小
国
の
不
安
を
払
拭
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

実
際
、
そ
の
後
の
リ
ッ
ト
ン
報
告
に
対
す
る
日
本
政
府
の
意
見
書
の
な
か
で
も
、「
支
那
問
題
殊
ニ
満
洲
問
題
ノ
複
雑
性
及
変
則
的
特

色
ハ
他
ニ
其
ノ
比
類
ヲ
見
サ
ル
ノ
一
時
ナ
リ
。
従
テ
之
カ
処
理
ニ
当
リ
テ
ハ
普
通
国
際
問
題
ニ
対
ス
ル
一
般
的
方
式
ヲ
其
ノ
儘
適
用
ス

ル
コ
ト
困
難
ナ
ル
ト
共
ニ
、
斯
ル
変
則
的
問
題
ニ
関
ス
ル
手
続
又
ハ
結
局
到
達
セ
ラ
ル
ヘ
キ
如
何
ナ
ル
解
決
方
法
モ
通
常
ノ
国
際
紛
争

ニ
対
ス
ル
先
例
ト
ハ
ナ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
と
す
る
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る）

45
（

。
ま
た
こ
の
点
に
関
し
て
本
省
が
、
新
し
く
国
際
連
盟
日

本
代
表
と
し
て
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
着
任
す
る
松
岡
洋
右
に
対
し
て
、「
日
本
ハ
満
州
問
題
カ
自
国
ニ
取
リ
死
活
問
題
タ
ル
ノ
故
ヲ
以
テ
連

盟
ヲ
軽
視
セ
ム
ト
シ
若
ハ
日
本
ハ
一
般
的
ニ
連
盟
ノ
東
洋
進
出
ヲ
好
マ
ス
ト
ノ
疑
ハ
相
当
強
ク
連
盟
擁
護
者
並
小
国
側
ノ
頭
ヲ
支
配
シ

居
ル
ヤ
ニ
感
セ
ラ
ル
従
テ
帝
国
政
府
意
見
書
中
ニ
ハ
支
那
問
題
ハ
例
外
的
ノ
特
殊
問
題
ニ
シ
テ
現
存
ノ
平
和
機
関
ハ
其
ノ
儘
ニ
テ
ハ
適
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用
ス
ル
ノ
困
難
ナ
ル
コ
ト
ヲ
詳
述
シ
居
ル
次
第
ナ
」
り
と
説
明
し
、「
日
本
ハ
今
日
モ
尚
連
盟
ノ
精
神
の
信
奉
者
ニ
シ
テ
連
盟
ニ
シ
テ

規
約
ニ
十
分
ノ
伸
縮
性
ヲ
与
ヘ
且
更
ニ
十
分
ナ
ル
準
備
ト
一
定
ノ
順
序
ト
ヲ
以
テ
臨
マ
ハ
複
雑
特
殊
ナ
ル
支
那
問
題
ニ
対
シ
テ
モ
其
ノ

機
能
ヲ
発
揮
シ
得
ヘ
キ
ヲ
信
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
」
と
い
っ
た
点
を
強
調
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
の
も）

46
（

、
連
盟
規
約
適
用
伸
縮
論
が
中

小
国
に
向
け
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
連
盟
規
約
適
用
伸
縮
論
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
を
含
む
中
小
国
の
不
安
を
払
拭
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
九
三
二
年
一

月
に
関
東
軍
は
錦
州
占
領
を
強
行
、
同
月
末
に
第
一
次
上
海
事
変
が
勃
発
し
、
さ
ら
に
三
月
に
は
傀
儡
国
家
で
あ
る
満
洲
国
が
建
国
さ

れ
る
な
ど
、
事
変
は
拡
大
の
一
途
を
辿
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
な
か
、
国
際
連
盟
の
精
神
は
認
め
る
が
、
連
盟
規
約
の
適

用
に
は
伸
縮
性
を
持
た
せ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
っ
た
日
本
側
の
主
張
を
真
に
受
け
る
国
な
ど
ど
こ
に
も
な
か
っ
た）

47
（

。
事
変
の
拡
大
と

と
も
に
欧
州
中
小
国
の
日
本
に
対
す
る
態
度
は
い
っ
そ
う
厳
し
さ
を
増
し
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
も
ま
た
日
本
と
の
距
離
を
と
り
始
め
る
よ
う

に
な
る
の
で
あ
る
。

二
　
満
洲
事
変
の
拡
大
と
対
日
友
好
政
策
の
修
正

（
１
）
戦
火
の
拡
大
と
対
日
友
好
政
策
の
行
き
詰
ま
り

　

一
九
三
一
年
一
二
月
一
〇
日
、
第
六
五
回
理
事
会
は
、
日
中
両
国
間
の
平
和
の
基
礎
た
る
了
解
を
か
く
乱
す
る
い
っ
さ
い
の
事
情
を

調
査
す
る
た
め
の
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
閉
幕
し
た
。
理
事
会
は
、
九
月
三
〇
日
以
来
、
二
つ
目
の
決
議
を
よ
う
や
く

通
す
こ
と
に
成
功
し
た
。

　

こ
の
間
、
調
査
委
員
会
の
構
成
に
関
す
る
議
論
が
並
行
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
パ
リ
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
代
表
団
も
対
応
を
迫
ら
れ

た
。
当
初
の
委
員
会
の
構
成
は
、
英
・
仏
・
米
の
三
カ
国
が
予
定
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
常
任
理
事
国
で
あ
る
独
・
伊
が
こ
れ
へ
の
参
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加
を
猛
烈
に
働
き
か
け
、
そ
の
動
き
が
非
常
任
理
事
国
に
も
広
が
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
な
か
ポ
ー
ラ
ン
ド
代
表
団
の
あ
い
だ
で
は
調
査
委
員
会
に
入
る
の
を
避
け
よ
う
と
す
る
意
見
が
強
ま
っ
た
。
こ
の
問
題
を

協
議
し
た
ラ
チ
ン
ス
キ
国
際
組
織
部
長
と
グ
ヴ
ィ
ア
ズ
ド
ス
キ
参
事
官
は
、「
方
針
に
従
っ
て
、
代
表
団
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
政
府
が
こ
の

行
動
に
参
加
し
な
い
と
理
解
し
て
い
る
」、「
委
員
会
は
い
わ
ゆ
る
九
カ
国
条
約
（
ワ
シ
ン
ト
ン
：
一
九
二
二
年
二
月
）
に
署
名
し
た
国
々

の
み
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
参
加
を
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
し
、
専
門
家
と
し
て
委
員
会
に
参
加
す

る
つ
も
り
も
な
い
」
と
い
う
点
で
一
致
し
た）

48
（

。
こ
の
意
見
は
ザ
レ
ス
キ
外
相
に
伝
え
ら
れ）

49
（

、
そ
の
承
認
を
受
け
た
よ
う
で
、
駐
仏
ポ
ー

ラ
ン
ド
大
使
館
か
ら
本
省
に
対
し
て
「
大
臣
の
一
般
的
な
指
示
に
従
っ
て
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
を
委
員
会
に
参
加
さ
せ
る
努
力
を
す
る
つ
も

り
は
な
い
」
こ
と
が
伝
え
ら
れ
た）

50
（

。

　

こ
の
時
期
、
関
東
軍
は
北
満
進
出
を
敢
行
し
、
錦
州
で
も
危
機
が
高
ま
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
下
で
調
査
委
員
会
に
く
わ
わ

れ
ば
、
委
員
会
の
構
成
国
と
し
て
公
の
場
で
事
変
へ
の
態
度
を
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
国
際
連
盟
の
権
威
を
守
り
つ
つ
、
日
本
と

の
友
好
関
係
を
保
つ
と
す
る
基
本
方
針
の
矛
盾
が
表
面
化
す
る
の
は
不
可
避
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
で
ポ
ー
ラ
ン
ド
代
表
団
の
「
方
針
に

従
っ
て
」
参
加
を
見
送
る
と
は
、
連
盟
の
審
議
に
深
入
り
し
な
い
こ
と
で
そ
の
矛
盾
を
取
り
繕
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
年
明
け
一
月
二
五
日
か
ら
始
ま
っ
た
第
六
六
回
理
事
会
に
お
い
て
、
基
本
方
針
の
矛
盾
は
つ
い
に
露
呈
す
る
。
日
本
の
軍

事
行
動
が
さ
ら
に
拡
大
し
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

同
月
三
日
に
関
東
軍
が
錦
州
を
占
領
、
そ
し
て
上
海
で
も
日
中
両
軍
の
衝
突
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
な
か
で
開
幕
し
た
第
六
六
回

理
事
会
は
、
日
本
に
対
し
て
厳
し
い
内
容
の
声
明
を
発
出
す
る
方
向
で
動
き
出
し
た
。
七
日
に
米
国
国
務
長
官
ヘ
ン
リ
ー
・
ス
テ
ィ
ム

ソ
ン
（H

enry Stim
son

）
が
、
中
国
の
領
土
保
全
お
よ
び
門
戸
開
放
原
則
、
そ
し
て
不
戦
条
約
に
反
す
る
行
動
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
る
い
か
な
る
現
状
変
更
も
い
っ
さ
い
認
め
な
い
と
す
る
覚
書
（
ス
テ
ィ
ム
ソ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
）
を
日
中
両
国
政
府
に
送
付
し
た
こ

と
も
こ
の
動
き
を
後
押
し
し
て
い
た
。
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そ
う
し
た
な
か
に
あ
っ
て
、
当
初
の
ザ
レ
ス
キ
外
相
は
従
来
ど
お
り
日
本
へ
の
好
意
的
態
度
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
。
二
七
日
の
秘

密
会
の
席
で
ザ
レ
ス
キ
外
相
は
、「
条
約
尊
重
に
関
す
る
日
本
代
表
の
既
存
の
声
明
を
引
用
す
る
」
か
た
ち
の
も
の
で
十
分
で
あ
り
、

新
た
な
声
明
を
出
す
必
要
は
な
い
と
す
る
意
見
を
披
露
し
た）

51
（

。
ま
た
そ
の
翌
日
、
理
事
会
声
明
の
起
草
に
当
た
っ
た
英
国
代
表
ロ
バ
ー

ト
・
セ
シ
ル
（Robert Cecil

）
が
「
国
際
連
盟
は
暴
力
に
よ
る
解
決
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
す
る
一
文
を
入
れ
よ
う

と
す
る
と
、
ザ
レ
ス
キ
外
相
は
異
議
を
唱
え
、「
連
盟
規
約
か
ら
生
じ
る
義
務
に
反
す
る
手
段
に
つ
い
て
の
み
言
及
す
る
よ
う
な
か
た

ち
に
緩
和
」
し
た）

52
（

。
こ
れ
は
、
回
り
く
ど
い
言
い
方
を
せ
ず
に
は
っ
き
り
と
物
事
を
言
う
ほ
う
が
よ
い
と
考
え
る
セ
シ
ル
英
国
代
表
を

ザ
レ
ス
キ
外
相
が
説
得
し
た
結
果
で
あ
っ
た）

53
（

。
こ
の
ほ
か
に
も
、
中
国
側
が
連
盟
規
約
第
一
五
条
の
適
用
を
求
め
、
さ
ら
に
問
題
を
中

国
に
有
利
と
な
る
で
あ
ろ
う
総
会
に
移
す
よ
う
求
め
た
際
も
、
外
相
は
そ
れ
ら
を
支
持
し
な
か
っ
た）

54
（

。

　

し
か
し
他
方
で
、
ザ
レ
ス
キ
外
相
は
領
土
保
全
原
則
の
尊
重
や
連
盟
規
約
の
遵
守
と
い
っ
た
点
ま
で
譲
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
。
満

洲
で
は
ハ
ル
ビ
ン
が
占
領
さ
れ
、
上
海
で
の
戦
闘
も
拡
大
す
る
様
相
を
見
せ
る
な
か
、
二
月
一
六
日
午
前
の
秘
密
会
に
お
い
て
理
事
会

声
明
の
最
終
調
整
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
の
席
で
日
本
か
ら
の
反
発
を
危
惧
し
て
「
連
盟
加
盟
国
が
第
一
〇
条
に
反
し
て
領
土
保
全
を

侵
害
し
、
ま
た
そ
の
政
治
的
独
立
を
攻
撃
し
た
場
合
、
連
盟
加
盟
国
は
こ
れ
を
有
効
か
つ
効
力
あ
る
も
の
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

と
す
る
一
文
を
含
む
段
落
を
問
題
視
す
る
意
見
が
出
る
と
、
ザ
レ
ス
キ
外
相
は
エ
リ
ッ
ク
・
コ
ル
バ
ン
（E

rik Colban

）
ノ
ル
ウ
ェ
ー

代
表
と
と
も
に
こ
れ
を
削
除
す
る
こ
と
に
反
対
し
た
。
ザ
レ
ス
キ
外
相
は
、「
こ
の
段
落
は
声
明
の
主
要
な
論
点
の
一
つ
を
構
成
し
て

お
り
、
こ
れ
が
な
け
れ
ば
声
明
の
意
味
は
大
き
く
失
わ
れ
る
」
と
し
て
、
当
該
段
落
を
声
明
文
に
残
す
よ
う
強
く
求
め
た
の
で
あ
る）

55
（

。

外
相
の
意
見
は
容
れ
ら
れ
、
同
日
午
後
、
日
本
に
対
し
て
警
告
的
な
意
味
を
含
む
理
事
会
声
明
が
佐
藤
尚
武
日
本
代
表
に
手
交
さ
れ
た
。

　

こ
の
理
事
会
声
明
に
激
昂
し
た
日
本
外
務
省
が
二
三
日
に
き
わ
め
て
厳
し
い
調
子
の
反
駁
回
答
を
送
付
し
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ

て
い
る）

56
（

。
こ
の
と
き
怒
り
の
矛
先
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
も
向
け
ら
れ
た
。
日
本
国
内
で
は
宥
和
的
な
大
国
と
強
硬
な
中
小
国
と
を
分
け
て
、

後
者
を
非
難
す
る
論
調
が
広
が
り
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
も
ま
た
強
硬
な
中
小
国
の
一
つ
と
し
て
非
難
の
対
象
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
情
勢
は
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ワ
ル
シ
ャ
ワ
の
タ
デ
ウ
シ
ュ
・
シ
ェ
ツ
ェ
ル）

57
（

（Tadeusz Schaetzel / Schätzel

）
東
方
部
長
か
ら
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
届
け
ら
れ
た）

58
（

。

　

本
省
か
ら
の
一
報
を
受
け
た
ザ
レ
ス
キ
外
相
は
驚
愕
し
た
。
日
本
と
の
関
係
に
細
心
の
注
意
を
払
い
、
慎
重
な
立
ち
回
り
を
心
掛
け

て
き
た
こ
れ
ま
で
の
経
緯
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
反
応
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
は
思
い
も
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ザ
レ
ス
キ
外

相
は
、「
意
味
不
明
な
ニ
ュ
ー
ス
」
と
苛
立
ち
を
露
わ
に
し
、「
日
本
代
表
団
は
、
我
々
の
立
場
と
議
事
進
行
に
つ
い
て
、
ま
た
連
盟
理

事
会
の
比
較
的
厳
し
い
声
明
が
米
国
の
影
響
下
で
行
動
し
て
い
た
英
国
の
要
請
で
お
こ
な
わ
れ
た
事
実
に
つ
い
て
、
十
分
に
知
ら
さ
れ

て
い
る
」
と
返
電
す
る
と
と
も
に）

59
（

、
駐
日
公
使
館
に
も
詳
細
を
報
告
す
る
よ
う
指
示
し
た）

60
（

。

　

た
だ
一
方
で
、
ザ
レ
ス
キ
外
相
に
ま
っ
た
く
心
当
た
り
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
英
国
が
中
心
と
な
っ
て
準
備
し

た
理
事
会
声
明
と
は
い
え
、
日
本
の
反
発
を
危
惧
す
る
意
見
を
抑
え
て
、
領
土
保
全
原
則
や
連
盟
規
約
の
尊
重
を
盛
り
込
む
こ
と
に
賛

成
し
た
の
は
他
で
も
な
い
外
相
自
身
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
で
二
月
一
六
日
理
事
会
に
お
け
る
ザ
レ
ス
キ
外
相
の
判
断
は
、
領

土
保
全
原
則
の
尊
重
、
さ
ら
に
こ
れ
を
義
務
と
し
て
課
す
連
盟
規
約
の
遵
守
こ
そ
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
と
っ
て
の
最
重
要
問
題
で
あ
り
、

そ
れ
ら
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
日
本
に
歩
み
寄
る
こ
と
は
し
な
い
と
い
う
意
思
の
現
わ
れ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
同
時
に
そ
れ
は
、
連
盟
の

権
威
を
守
り
な
が
ら
日
本
と
の
友
好
関
係
も
保
つ
と
す
る
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
基
本
方
針
が
拡
大
す
る
日
本
の
軍
事
行
動
を
前
に
行
き
詰

ま
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
２
）
満
洲
国
の
建
国
と
対
日
友
好
政
策
の
動
揺

　

一
九
三
二
年
三
月
一
日
、
関
東
軍
主
導
の
下
で
満
洲
国
が
建
国
さ
れ
、
領
土
保
全
原
則
が
危
機
的
状
況
に
あ
る
こ
と
は
誰
の
目
に
も

明
ら
か
と
な
っ
た
。
一
方
、
五
日
に
は
ワ
ル
シ
ャ
ワ
の
ベ
ッ
ク
副
大
臣
か
ら
、「
一
二
カ
国
声
明
〔
二
月
一
六
日
理
事
会
声
明
〕
に
我

国
が
参
加
し
た
こ
と
と
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
困
難
な
状
況
に
あ
る
日
本
へ
の
よ
り
表
立
っ
た
支
援
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
日
本
の
参
謀

本
部
が
我
国
の
駐
在
武
官
に
若
干
の
失
望
と
懸
念
を
表
明
し
た
」
と
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
対
応
を
非
難
す
る
日
本
側
の
動
向
を
知
ら
せ
る
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続
報
が
入
っ
て
き
た）

61
（

。
当
の
駐
在
武
官
ヘ
ン
リ
ク
・
フ
ロ
イ
ア
ル
＝
ラ
イ
ヒ
マ
ン
（H

enryk Floyar-R
ajchm

an

）
少
佐
に
よ
れ
ば
、

参
謀
本
部
に
よ
る
介
入
の
真
意
は
、
次
回
臨
時
総
会
に
お
い
て
日
本
を
攻
撃
し
な
い
だ
け
で
な
く
、
日
本
へ
の
積
極
的
な
同
情
を
引
き

出
す
点
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
次
回
総
会
で
の
我
々
の
立
場
に
は
特
別
な
器
用
さ
、
そ
れ
以
上
で
な
い
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
丁

寧
な
態
度
が
求
め
ら
れ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る）

62
（

。
だ
が
、
事
こ
こ
に
至
っ
て
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
国
際
連
盟
と
日
本
の
あ
い
だ
で
際
ど

い
綱
渡
り
を
巧
妙
に
演
じ
つ
づ
け
る
の
は
至
難
の
業
で
あ
っ
た
。

　

実
際
、
三
月
三
日
か
ら
開
幕
し
た
臨
時
総
会
に
お
け
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
対
応
は
混
乱
し
、
中
途
半
端
な
も
の
と
な
っ
た
。
ま
ず
八
日

の
一
般
討
論
演
説
に
臨
ん
だ
ザ
レ
ス
キ
外
相
は
、
領
土
保
全
原
則
の
尊
重
や
連
盟
規
約
の
遵
守
を
前
面
に
打
ち
出
し
、
そ
の
重
要
性
を

言
明
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
平
和
の
維
持
と
加
盟
国
の
権
利
尊
重
の
確
保
の
た
め
に
連
盟
が
行
使
で
き
る
権
限
を
強
化
す

る
運
動
を
常
に
最
も
強
く
支
持
し
て
き
た
国
の
一
つ
で
あ
る
と
述
べ
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
訴
え
た
の
で
あ
る）

63
（

。

改
め
て
明
言
し
て
お
く
べ
き
は
、
た
と
え
他
国
に
対
す
る
不
満
が
ど
れ
ほ
ど
正
当
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
国
際
連
盟
規
約
は
国
家

に
対
し
て
第
一
二
条
に
規
定
さ
れ
た
平
和
的
手
段
以
外
の
方
法
で
救
済
を
求
め
る
こ
と
を
認
め
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
パ
リ
条
約
〔
不
戦
条
約
〕
お
よ
び
国
際
連
盟
規
約
第
一
〇
条
に
も
言
及
す
べ
き
で
あ
り
、
国
際
連
盟
規
約
お
よ
び
パ
リ
条

約
に
反
す
る
手
段
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
変
更
は
、
国
際
連
盟
加
盟
国
の
承
認
を
得
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
立
す
べ
き
で

あ
る
。
私
は
、
同
僚
各
位
に
こ
う
し
た
方
針
に
も
と
づ
く
声
明
の
策
定
に
く
わ
わ
る
よ
う
呼
び
か
け
、
そ
の
よ
う
な
声
明
が
総
会

に
代
表
を
送
る
す
べ
て
の
国
の
支
持
を
得
る
と
信
じ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
一
般
原
則
の
強
調
が
日
本
側
の
、
と
く
に
軍
部
の
神
経
を
逆
な
で
す
る
こ
と
は
、
総
会
直
前
の
露
骨
な
介
入
か

ら
も
十
分
認
識
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
で
あ
ろ
う
、
一
般
討
論
演
説
の
前
日
に
ザ
レ
ス
キ
外
相
は
佐
藤
尚
武
日
本
代
表



満洲事変とポーランド
 

二
〇 

（名城　'26） 75－4－163

の
も
と
を
訪
れ
、「
そ
の
内
容
を
よ
く
理
解
し
て
も
ら
」
う
た
め
自
ら
説
明
を
お
こ
な
い
、
演
説
が
日
本
に
与
え
る
悪
印
象
を
で
き
る

だ
け
和
ら
げ
よ
う
と
努
力
も
し
て
い
た）

64
（

。
そ
れ
は
、
な
お
も
ポ
ー
ラ
ン
ド
が
日
本
と
の
友
好
関
係
を
保
つ
と
い
う
目
標
を
あ
き
ら
め
き

れ
ず
に
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
臨
時
総
会
に
お
け
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
対
応
は
動
揺
し
、
一
貫
性
を
欠
い
た
。
そ
れ
は
、
日
本
の
軍
事
行
動
が
い
っ
こ
う

に
止
ま
る
気
配
を
見
せ
な
い
な
か
で
、
日
本
と
の
友
好
関
係
を
求
め
れ
ば
領
土
保
全
原
則
や
連
盟
規
約
が
踏
み
に
じ
ら
れ
る
の
を
容
認

す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
そ
れ
ら
一
般
原
則
の
尊
重
を
求
め
れ
ば
日
本
と
の
関
係
が
悪
化
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
国
際
連
盟
の
権
威
を

守
る
こ
と
と
日
本
と
の
友
好
関
係
を
保
つ
こ
と
は
、
明
確
に
相
容
れ
な
い
関
係
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
基
本
方
針
を
追
求
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
混
乱
と
動
揺
を
招
い
た
。

　

こ
れ
ら
一
連
の
混
乱
に
つ
い
て
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
自
身
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
三
月
二
三
日
付
グ
ヴ
ィ
ア
ズ
ド
ス
キ
臨
時
代

理
代
表
の
報
告
書
は
、
臨
時
総
会
に
お
け
る
一
般
討
論
演
説
に
至
る
経
緯
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る）

65
（

。

ポ
ー
ラ
ン
ド
の
見
解
を
ま
と
め
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
一
方
で
他
の
演
説
者
の
よ
う
に
日
本
に
反
対

の
声
を
あ
げ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
他
方
で
将
来
に
向
け
て
何
ら
か
の
前
例
が
生
ま
れ
る
可
能
性
の
あ
る
こ
の
よ
う
な
重
要

な
議
論
に
お
い
て
、
我
々
に
と
っ
て
重
要
な
い
く
つ
か
の
原
則
を
強
調
し
な
い
こ
と
も
ま
た
不
可
能
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
報
告
書
の
な
か
に
は
、
臨
時
総
会
が
「〔
国
際
連
盟
規
約
〕
第
一
〇
条
の
威
信
を
強
化
す
る
貴
重
な
遺
産
と
な
る
だ

ろ
う
」
と
い
っ
た
記
述
や
、
三
月
一
一
日
臨
時
総
会
決
議
が
ス
テ
ィ
ム
ソ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
や
二
月
一
六
日
理
事
会
声
明
を
再
確
認
し

た
こ
と
は
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
視
点
か
ら
完
全
に
有
益
で
あ
る
」
と
い
っ
た
記
述
が
見
ら
れ
る
一
方
で
、
そ
れ
ら
が
「
日
本
に
と
っ
て
不

都
合
」
で
あ
る
と
も
記
さ
れ
て
お
り）

66
（

、
領
土
保
全
原
則
の
尊
重
や
連
盟
規
約
の
遵
守
を
め
ぐ
っ
て
日
ポ
両
国
の
見
方
が
完
全
に
対
立
し
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て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
な
か
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
沈
黙
を
選
択
す
る
こ
と
で
従
来
の
基
本
方
針
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
。
一
般
討
論
演
説
後
の
ポ
ー
ラ

ン
ド
は
、
臨
時
総
会
決
議
を
作
成
す
る
た
め
の
起
草
委
員
会
に
も
く
わ
わ
ら
ず
、
三
月
一
一
日
臨
時
総
会
決
議
に
よ
っ
て
新
た
に
発
足

し
た
一
九
カ
国
委
員
会
で
も
ほ
と
ん
ど
発
言
し
な
か
っ
た
。
と
く
に
一
九
カ
国
委
員
会
で
は
日
本
に
宥
和
的
な
大
国
と
強
硬
な
中
小
国

が
争
う
構
図
が
見
ら
れ
た
が
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
ど
ち
ら
に
も
与
せ
ず
、
沈
黙
を
守
り
抜
い
た
。
同
じ
報
告
書
の
な
か
で
「
ポ
ー
ラ
ン
ド

側
の
最
も
賢
明
な
戦
術
は
こ
の
戦
い
に
干
渉
し
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に）

67
（

、
一
般
原
則
を
強
調
し
つ
つ
も
、
具

体
的
な
事
案
で
あ
る
満
洲
事
変
に
関
し
て
は
そ
の
態
度
を
明
ら
か
に
し
な
い
こ
と
で
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
何
と
か
臨
時
総
会
を
乗
り
切
っ

た
の
で
あ
る
。

（
３
）
対
日
友
好
政
策
の
修
正
と
す
れ
違
う
日
ポ
関
係

　

も
っ
と
も
、
沈
黙
と
い
う
戦
術
は
事
実
上
、
従
来
の
基
本
方
針
を
修
正
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
日
本
と
の
友
好
関
係
を
促

進
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
日
本
と
の
決
定
的
な
対
立
を
防
止
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
く
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
領
土
保
全
原
則
や

連
盟
規
約
の
重
要
性
を
言
明
し
た
以
上
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
日
本
の
立
場
が
相
反
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り）

68
（

、
そ
れ
ゆ
え
同
国
が
日
本

の
行
動
を
積
極
的
に
擁
護
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
し
て
で
き
る
こ
と
は
、
連
盟
の
審
議
に
で
き
る
だ
け
関
与

し
な
い
よ
う
に
し
て
満
洲
事
変
に
対
す
る
態
度
表
明
を
回
避
し
、
日
本
と
の
関
係
悪
化
を
防
ぐ
こ
と
だ
け
で
あ
っ
た
。

　

一
方
、
日
本
側
も
そ
う
し
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
側
の
事
情
を
察
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
事
変
の
審
議
が
総
会
に
移
さ
れ
た
こ
と
で

日
本
外
務
省
内
で
は
中
小
国
対
策
の
必
要
性
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
へ
の
働
き
か
け
を
お
こ

な
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
経
緯
か
ら
す
れ
ば
ポ
ー
ラ
ン
ド
が
含
ま
れ
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
と
こ
ろ
、
中
小
国
の

な
か
で
日
本
が
頼
り
に
し
た
の
は
ベ
ル
ギ
ー
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
、
ギ
リ
シ
ャ
の
三
カ
国
で
あ
り）

69
（

、
同
国
に
は
依
頼
が
出
さ
れ
な
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か
っ
た
。
史
料
が
無
い
た
め
確
た
る
こ
と
は
い
え
な
い
が
、
日
本
外
務
省
か
ら
そ
の
よ
う
な
打
診
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
ポ
ー

ラ
ン
ド
が
日
本
か
ら
距
離
を
置
く
よ
う
に
な
り
、
同
省
も
ま
た
そ
う
し
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
側
の
事
情
を
理
解
し
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ

る
。

　

と
こ
ろ
が
、
一
九
三
二
年
一
〇
月
二
日
に
調
査
委
員
会
に
よ
る
報
告
（
リ
ッ
ト
ン
報
告
）
が
公
表
さ
れ
、
臨
時
総
会
の
審
議
が
近

づ
く
と
、
日
本
側
か
ら
積
極
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
開
始
さ
れ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
そ
の
対
応
に
苦
慮
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、

一
〇
月
に
日
本
は
丁
士
源
将
軍
を
長
と
す
る
使
節
団
を
欧
州
に
派
遣
し
て
満
洲
国
承
認
運
動
を
お
こ
な
わ
せ
る
こ
と
と
し
、
ポ
ー
ラ
ン

ド
で
も
運
動
を
展
開
し
た
が
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
側
は
こ
れ
に
困
惑
し
た
。
一
一
月
三
日
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
に
到
着
し
た
丁
将
軍
は
満
洲
国
執

政
溥
儀
の
親
書
を
イ
グ
ナ
ツ
ィ
・
モ
シ
チ
ツ
キ
（Ignacy M

ościcki

）
大
統
領
に
奉
呈
し
よ
う
と
し
、
対
応
に
窮
し
た
シ
ェ
ツ
ェ
ル

東
方
部
長
は
欧
州
各
国
に
駐
在
す
る
大
公
使
に
対
し
て
、「
親
書
を
大
統
領
官
邸
長
に
提
出
」
さ
せ
た
こ
と
、「
ポ
ー
ラ
ン
ド
政
府
は
満

洲
国
を
承
認
し
て
い
な
い
た
め
、
彼
は
非
公
式
に
扱
わ
れ
て
い
る
」
こ
と
を
伝
え
た
う
え
で
、
現
地
政
府
が
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
る

か
を
問
い
合
わ
せ
た）

70
（

。
結
局
、
シ
ェ
ツ
ェ
ル
東
方
部
長
は
、
ベ
ッ
ク
外
相
と
の
会
談
は
就
任
し
た
ば
か
り
で
多
忙
と
の
理
由
で
断
り
、

も
ち
ろ
ん
ピ
ウ
ス
ツ
キ
元
帥
と
の
面
会
も
許
さ
な
か
っ
た
。
木
下
武
雄
駐
ポ
ー
ラ
ン
ド
臨
時
代
理
公
使
が
報
告
す
る
よ
う
に
、
ポ
ー
ラ

ン
ド
側
は
「
私
的
ニ
ハ
歓
待
ヲ
尽
シ
タ
ル
カ
公
ニ
ハ
努
メ
テ
丁
ト
接
触
ス
ル
ヲ
避
ケ
其
ノ
状
恰
モ
腫
物
ニ
触
ル
ル
」
か
の
よ
う
な
対
応

に
終
始
し
た
の
で
あ
る
。）

71
（

　

ま
た
、同
月
八
日
に
は
国
際
連
盟
日
本
代
表
と
し
て
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
向
か
う
途
中
の
松
岡
洋
右
が
ワ
ル
シ
ャ
ワ
を
訪
問
し
て
き
た
が
、

こ
れ
に
も
前
向
き
に
対
応
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
翌
日
、
ベ
ッ
ク
外
相
と
の
会
談
に
臨
ん
だ
松
岡
が
「
若
シ
来
ル
ヘ
キ
連
盟
総
会
ニ

於
テ
満
州
問
題
ニ
関
シ
波
蘭
カ
日
本
ノ
行
動
ニ
援
助
ヲ
惜
マ
サ
ル
ニ
於
テ
ハ
日
本
国
民
ノ
感
謝
如
何
許
リ
ナ
ラ
ン
ヤ
ト
述
ヘ
」
た
の
に

対
し
て
、
外
相
は
そ
も
そ
も
自
身
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
行
き
も
未
定
で
あ
り
、「
波
蘭
ハ
満
州
問
題
ノ
如
キ
複
雑
且
十
分
了
解
セ
サ
ル
紛
争

ニ
ハ
成
ル
可
ク
手
ヲ
出
サ
サ
ル
方
針
ナ
リ
」
と
し
か
答
え
ず
、
言
質
を
与
え
な
か
っ
た）

72
（

。
こ
の
と
き
松
岡
は
、
ラ
チ
ン
ス
キ
公
使
に
も
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面
会
し
、「
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
日
本
へ
の
同
情
を
示
す
こ
と
へ
の
希
望
を
表
明
し
た
」。
だ
が
、
ベ
ッ
ク
外
相
と
同
様
、
公
使
も
「
私
た
ち

も
日
本
に
対
し
て
最
も
親
し
み
を
感
じ
て
い
る
」
と
い
っ
た
当
た
り
障
り
の
な
い
挨
拶
で
応
じ
、
正
面
か
ら
の
回
答
を
避
け
た）

73
（

。

　

こ
の
の
ち
一
二
月
六
日
か
ら
臨
時
総
会
が
開
催
さ
れ
た
が
、
ベ
ッ
ク
外
相
は
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
は
行
か
ず
、
ヤ
ン
・
シ
ェ
ン
ベ
ク）

74
（

（Jan 
Szem

bek
）
副
大
臣
を
派
遣
し
た
。
そ
し
て
六
日
か
ら
八
日
に
か
け
て
お
こ
な
わ
れ
た
リ
ッ
ト
ン
報
告
に
対
す
る
各
国
の
一
般
討
論

演
説
に
お
い
て
、
シ
ェ
ン
ベ
ク
副
大
臣
は
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
、
両
国
が
切
実
に
必
要
と
し
て
い
る
心
の
平
和
が
両
国
間
に
回
復
す
る
こ

と
を
切
に
願
っ
て
い
る
。
国
際
連
盟
加
盟
国
で
あ
り
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
に
体
現
さ
れ
た
平
和
の
理
想
に
献
身
す
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
、

こ
の
成
果
を
達
成
す
る
た
め
に
全
力
を
尽
く
す
義
務
を
負
っ
て
い
る
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
、
他
の
国
々
と
と
も
に
、
極
東
の
正
常
な
情
勢

を
回
復
し
よ
う
と
す
る
国
際
連
盟
の
努
力
を
心
か
ら
支
援
す
る
決
意
で
あ
る
」と
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
た）

75
（

。
リ
ッ
ト
ン
報
告
を
評
価
し
、

日
本
を
非
難
す
る
中
小
国
の
論
調
に
は
同
調
せ
ず
、
か
と
い
っ
て
日
本
を
積
極
的
に
擁
護
す
る
こ
と
も
な
い
、
た
だ
平
和
を
求
め
る
一

般
論
を
表
明
し
た
に
過
ぎ
な
い
こ
の
演
説
は
、
ベ
ッ
ク
外
相
の
指
示
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た）

76
（

。

　

こ
の
よ
う
に
曖
昧
な
態
度
を
と
り
つ
づ
け
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
、
連
盟
の
審
議
か
ら
だ
け
で
な
く
、
日
本
か
ら
も
距
離
を
置
い
た
。
日

本
も
こ
う
し
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
立
場
を
理
解
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
で
も
同
国
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
つ
づ
け

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。「
穏
健
分
子
」
と
位
置
づ
け
て
き
た
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
な
ど
も
結
局
は
頼
り
と
な
ら
ず
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に

依
頼
す
る
ほ
か
な
く
な
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。

　

だ
が
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
が
日
本
に
手
を
差
し
伸
べ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
二
月
九
日
、
臨
時
総
会
は
一
九
カ
国
委
員
会
に
報
告
書
の

作
成
を
委
嘱
し
た
が
、
委
員
会
と
日
本
は
満
洲
国
の
承
認
を
め
ぐ
っ
て
折
り
合
い
が
つ
か
ず
、
両
者
の
対
立
は
抜
き
差
し
な
ら
な
い
も

の
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
を
打
開
す
べ
く
年
明
け
か
ら
エ
リ
ッ
ク
・
ド
ラ
モ
ン
ド
（Eric D

rum
m

ond

）
事
務
総
長
と
杉
村
陽
太

郎
事
務
次
長
の
あ
い
だ
で
交
渉
が
お
こ
な
わ
れ
、
一
月
一
二
日
に
「
ド
ラ
モ
ン
ド
・
杉
村
試
案
」
が
作
成
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
杉
村
は

ラ
チ
ン
ス
キ
公
使
を
訪
れ
て
、
試
案
に
も
と
づ
く
小
委
員
会
の
構
成
国
と
し
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
が
入
る
こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
暗
に
打
診
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し
た
。

　

ラ
チ
ン
ス
キ
公
使
の
見
る
と
こ
ろ
、杉
村
は
「
過
激
派
グ
ル
ー
プ
の
代
表
、ベ
ネ
シ
ュ
〔
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
〕、マ
ダ
リ
ア
ガ
〔
ス

ペ
イ
ン
〕、
ウ
ン
デ
ン
（
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
）、
が
メ
ン
バ
ー
に
な
る
こ
と
を
望
ん
で
い
な
い
。
ま
た
、
ス
イ
ス
代
表
〔
モ
ッ
タ
〕
も
望
ん

で
い
な
い
。
し
か
し
、ポ
ー
ラ
ン
ド
代
表
が
く
わ
わ
る
こ
と
は
望
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
」
っ
た
が）

77
（

、公
使
は
明
確
な
回
答
を
与
え
な
か
っ

た
。
あ
く
ま
で
も
連
盟
職
員
で
あ
っ
て
日
本
代
表
団
の
一
員
で
は
な
い
杉
村
は
、
報
告
的
な
態
度
で
の
み
発
言
し
、
ま
っ
た
く
主
張
し

な
か
っ
た
た
め
、
公
使
に
と
っ
て
立
場
を
示
さ
な
い
の
は
容
易
で
あ
っ
た
。
結
局
、「
ド
ラ
モ
ン
ド
・
杉
村
試
案
」
は
功
を
奏
さ
な
か
っ

た
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
態
度
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
は
な
く
な
っ
た
が
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
は
そ
も
そ
も
日
本
を
支
援
す
る
意
思
な
ど
な

か
っ
た
。

　

二
月
に
入
っ
て
一
九
カ
国
委
員
会
と
日
本
と
の
妥
協
が
絶
望
的
と
な
る
な
か
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
総
会
に
提
出
さ
れ
る
予
定
の
委
員
会

報
告
書
へ
の
対
応
を
検
討
し
た
。
こ
の
と
き
ラ
チ
ン
ス
キ
公
使
は
、
報
告
書
が
全
会
一
致
で
採
択
さ
れ
る
の
は
日
本
代
表
団
も
覚
悟
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
、ポ
ー
ラ
ン
ド
が
賛
成
に
回
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
が
日
本
か
ら
非
友
好
的
行
為
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
、

賛
成
票
を
投
じ
る
よ
う
具
申
し
た
。
そ
し
て
そ
の
う
え
で
さ
ら
に
つ
づ
け
て
こ
う
述
べ
た）

78
（

。

通
常
、
我
々
は
態
度
を
保
留
す
る
が
、
報
告
書
を
採
決
す
る
際
に
は
総
会
で
声
明
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ

れ
ま
で
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
演
説
は
、
ザ
レ
ス
キ
〔
前
〕
外
相
と
、
最
近
で
は
一
二
月
の
シ
ェ
ン
ベ
ク
副
大
臣
の
両
方
と
も
で
、
極

東
の
例
外
的
か
つ
個
別
的
な
状
況
を
指
摘
し
、
和
解
の
必
要
性
を
強
調
し
て
き
た
。
現
在
の
状
況
で
は
、
そ
の
よ
う
な
論
旨
は
時

宜
を
得
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

対
し
て
厳
し
い
情
勢
の
な
か
連
盟
脱
退
を
決
意
す
る
に
至
っ
た
日
本
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
へ
の
不
満
を
口
に
し
た
。
ア
ン
ト
ニ
・
ヤ
ジ
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ゼ
ェ
フ
ス
キ）

79
（

（Antoni Jażdżew
ski

）駐
日
臨
時
代
理
公
使
と
会
談
し
た
白
鳥
敏
夫
情
報
部
長
は
、「
国
際
連
盟
は
日
本
に
と
っ
て
ま
っ

た
く
不
要
」
で
あ
る
ば
か
り
か
、「
極
東
に
ま
っ
た
く
利
害
関
係
の
な
い
『
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
や
グ
ア
テ
マ
ラ
』
の
よ
う
な
『
小
国
』

の
意
見
に
気
を
配
る
と
い
っ
た
不
必
要
な
負
担
を
日
本
に
負
わ
せ
て
き
た
」
と
強
い
調
子
で
連
盟
批
判
を
展
開
し
た
あ
と
、
恨
み
が
ま

し
い
口
調
で
こ
う
付
け
加
え
た）

80
（

。

日
本
は
極
東
に
直
接
的
な
利
害
を
持
た
な
い
国
の
な
か
で
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
最
も
満
足
し
て
い
る
…
…
し
か
し
、
と
き
に
は
も
っ
と

積
極
的
に
日
本
の
主
張
を
支
持
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。

　

二
月
二
四
日
、
満
洲
事
変
を
審
議
す
る
た
め
の
最
後
の
臨
時
総
会
が
開
か
れ
た
。
総
会
で
は
と
く
に
発
言
の
機
会
は
な
く
、
ポ
ー
ラ

ン
ド
は
リ
ッ
ト
ン
報
告
を
基
礎
と
す
る
報
告
案
に
黙
っ
て
賛
成
票
を
投
じ
た
。
報
告
案
は
賛
成
四
二
、
反
対
一
で
採
択
、
こ
れ
を
受
け

て
日
本
代
表
団
は
議
場
か
ら
退
場
し
た
。
一
方
、ポ
ー
ラ
ン
ド
代
表
団
は
議
場
に
あ
っ
て
、去
り
行
く
日
本
の
姿
を
た
だ
静
か
に
見
送
っ

た
の
で
あ
る
。

三
　
日
本
の
国
際
連
盟
脱
退
と
対
日
友
好
政
策
へ
の
回
帰

　

一
九
三
三
年
三
月
二
七
日
、
日
本
は
正
式
に
国
際
連
盟
か
ら
脱
退
す
る
こ
と
を
通
告
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
連
盟
が
満
洲

事
変
か
ら
完
全
に
手
を
引
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
臨
時
総
会
は
、
連
盟
規
約
第
三
条
第
三
項
に
も
と
づ
い
て
諮
問
委
員
会
を
設
置

し
、
事
変
の
推
移
を
監
視
す
る
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
諮
問
委
員
会
で
は
脱
退
後
も
日
本
を
追
及
し
、
制
裁
を
科

す
こ
と
に
固
執
す
る
中
小
国
が
勢
い
を
増
し
て
い
た
。



満洲事変とポーランド
 

二
六 

（名城　'26） 75－4－157

　

三
月
一
五
日
、
第
一
回
目
の
会
合
を
開
い
た
委
員
会
は
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ラ
ン
ゲ
（Christian Lange

）
ノ
ル
ウ
ェ
ー
代
表
を

委
員
長
に
選
出
し
た
あ
と
、
二
つ
の
小
委
員
会
を
設
置
し
た
。
一
つ
は
、
日
中
両
国
に
対
す
る
武
器
禁
輸
措
置
に
関
す
る
小
委
員
会
で

あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
二
月
二
四
日
臨
時
総
会
採
択
の
報
告
書
第
四
部
第
三
節
で
述
べ
ら
れ
た
満
洲
国
不
承
認
に
関
す
る
小
委
員
会
で

あ
っ
た
。
前
者
は
、
英
国
が
こ
れ
を
提
言
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
も
の
で
、
後
者
は
、
満
洲
国
が
万
国
郵
便
連
合
に
加
盟
申
請
し
た

こ
と
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
ラ
チ
ン
ス
キ
公
使
は
、「
大
臣
の
指
示
に
従
い
、
私
は
日
中
紛
争
に
お
い
て
大
臣
が
示
し
た
行
動
方
針
を
こ
れ
ま
で

ど
お
り
堅
持
し
、
い
ず
れ
の
小
委
員
会
に
も
参
加
す
る
こ
と
は
賢
明
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
」
と
本
省
に
伝
え
た）

81
（

。
こ
の
と
き
公
使

は
、
と
く
に
武
器
禁
輸
措
置
に
注
目
し
、
中
小
国
の
動
き
を
警
戒
し
た
。「
小
国
は
、
大
国
に
対
し
て
、
日
本
に
の
み
一
方
的
な
禁
輸

措
置
を
適
用
す
る
よ
う
求
め
る
だ
ろ
う
」
と
予
測
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
も
し
そ
れ
が
成
功
し
た
場
合
、「
日
本
は
中
国
へ

の
武
器
供
給
を
阻
止
す
る
た
め
に
中
国
沿
岸
を
封
鎖
す
る
こ
と
で
対
応
す
る
に
ち
が
い
な
」
く
、「
日
本
の
そ
の
よ
う
な
声
明
は
中
国

に
対
す
る
宣
戦
布
告
に
相
当
し
、
大
国
は
そ
れ
に
応
じ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
」。「
制
裁
を
科
す
こ
と
で
規
約
に
『
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
価

値
』
を
与
え
よ
う
と
す
る
『
過
激
派
』
諸
国
が
考
え
、
達
成
し
た
い
と
願
っ
て
い
る
」
こ
と
は
日
本
と
大
国
の
戦
争
で
あ
る
、
と
公
使

は
見
た）

82
（

。

　

本
省
も
ま
た
、
日
本
と
の
関
係
を
決
裂
さ
せ
か
ね
な
い
中
小
国
の
動
き
に
同
調
す
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
。
三
月
二
八
日
の
委
員
会

後
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
代
表
団
か
ら
武
器
禁
輸
措
置
へ
の
対
応
を
請
訓
さ
れ
る
と）

83
（

、
シ
ェ
ン
ベ
ク
副
大
臣
は
「
我
々
は
禁
輸
措
置
に
対
し
て

強
硬
な
姿
勢
を
と
っ
た
り
、
こ
の
問
題
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
だ
り
す
る
つ
も
り
は
な
い
」
と
回
訓
し
た）

84
（

。

　

く
わ
え
て
、
副
大
臣
か
ら
の
回
訓
に
は
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
極
秘
情
報
と
し
て
次
の
よ
う
な
内
容
も
含
ま
れ
て
い
た）

85
（

。

中
国
に
は
独
自
の
軍
需
産
業
が
ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
、中
国
に
武
器
を
輸
出
す
る
大
き
な
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
、
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「SEPEW
E

」（
ワ
ル
シ
ャ
ワ
の
軍
需
産
業
会
社
）
は
数
年
前
か
ら
、「
上
海
ワ
ル
シ
ャ
ワ
株
式
会
社
」
の
名
前
で
上
海
に
駐
在
員

事
務
所
を
構
え
て
き
た
。
し
か
し
、
日
本
に
も
武
器
を
輸
出
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
最
近
日
本
は
、
代
理
店
を
通
じ
て
我
々
に
接

触
し
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
軍
需
品
や
兵
器
の
生
産
能
力
に
つ
い
て
尋
ね
、
我
々
の
提
案
を
検
討
す
る
用
意
が
あ
る
と
表
明
し
た
。

　

こ
こ
に
は
、
日
本
へ
の
武
器
輸
出
を
密
か
に
検
討
す
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
側
の
動
き
が
は
っ
き
り
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
も
ジ
ュ
ネ
ー

ブ
に
お
い
て
日
本
へ
の
武
器
禁
輸
措
置
が
議
論
さ
れ
て
い
る
さ
な
か
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
、
脱
退
後

も
日
本
へ
の
追
及
の
手
を
緩
め
な
い
中
小
国
に
同
調
し
な
い
ば
か
り
か
、
そ
う
し
た
中
小
国
の
態
度
を
後
目
に
日
本
へ
の
再
接
近
を
図

る
こ
と
も
視
野
に
入
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
対
日
接
近
策
を
す
ぐ
に
実
行
に
移
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
同
じ
回
訓
の
な
か
で
、「
各
国
の
立
場
が
合

意
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
我
々
は
一
般
的
な
団
結
か
ら
離
脱
す
る
つ
も
り
は
な
い
」
と
指
示
し
て
い
る
よ
う
に）

86
（

、
審
議
の
状
況
を
慎
重

に
見
き
わ
め
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
結
局
、
武
器
禁
輸
措
置
は
最
初
に
提
言
し
た
英
国
が
す
ぐ
に
撤
回
し
、
委
員
会
で
も
議
論
を
延
期

す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
そ
の
態
度
を
明
ら
か
に
せ
ず
に
済
ん
だ）

87
（

。

　

一
方
、
満
洲
国
不
承
認
の
問
題
は
議
論
が
進
み
、
諮
問
委
員
会
の
審
議
を
経
て
、
六
月
一
四
日
に
国
際
連
盟
事
務
総
長
名
で
満
洲
国

不
承
認
に
関
す
る
通
達
が
各
国
に
送
付
さ
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
シ
ェ
ン
ベ
ク
副
大
臣
は
、
ラ
チ
ン
ス
キ
公
使
に
対

し
て
、「
こ
の
通
達
に
対
す
る
他
の
国
々
の
態
度
、
と
く
に
諮
問
委
員
会
に
代
表
が
い
な
い
た
め
に
通
達
の
内
容
に
影
響
を
与
え
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
国
々
の
態
度
」
を
知
ら
せ
る
よ
う
指
示
し
た）

88
（

。
諮
問
委
員
会
の
構
成
国
以
外
に
送
付
さ
れ
た
通
達
に
は
、
こ
の
件

に
関
す
る
決
定
を
で
き
る
だ
け
早
く
回
答
す
る
よ
う
求
め
る
一
文
が
挿
入
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る）

89
（

。

　

七
月
二
一
日
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
代
表
団
か
ら
、
現
時
点
で
は
キ
ュ
ー
バ
以
外
か
ら
の
回
答
は
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
連
盟
事
務
局
は

キ
ュ
ー
バ
以
外
の
国
々
に
つ
い
て
は
通
達
の
勧
告
を
黙
認
し
た
と
み
な
す
立
場
を
採
用
し
た
こ
と
を
伝
え
る
報
告
が
上
が
っ
て
き
た）

90
（

。



満洲事変とポーランド
 

二
八 

（名城　'26） 75－4－155

こ
れ
に
対
し
て
グ
ヴ
ィ
ア
ズ
ド
ス
キ
国
際
組
織
部
長
は
、
通
達
に
対
す
る
各
国
の
反
応
に
つ
い
て
、「
大
国
の
態
度
、
と
く
に
米
国
の

そ
れ
」
を
報
告
す
る
よ
う
再
度
指
示
し
た）

91
（

。
そ
の
後
、
諮
問
委
員
会
を
構
成
し
た
国
は
、
別
途
通
知
を
し
な
い
限
り
、
通
達
の
勧
告
を

受
け
入
れ
た
と
み
な
す
と
い
う
一
文
に
よ
り
、
英
仏
な
ど
大
国
は
回
答
し
て
い
な
い
こ
と
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
同
委
員
会
に
参
加

し
て
い
た
米
国
も
同
様
に
回
答
し
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た）

92
（

。

　

最
終
的
に
連
盟
加
盟
国
の
う
ち
通
達
に
回
答
し
た
の
は
、
諮
問
委
員
会
構
成
国
で
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
と
メ
キ
シ
コ
の
二
カ
国
、
非
構
成

国
で
は
チ
リ
、
キ
ュ
ー
バ
、
ハ
イ
チ
、
イ
ン
ド
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
、
南
ア
フ
リ
カ
、
タ
イ
、
ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ
の
八
カ
国
で
、
合
計
一
〇
カ

国
に
と
ど
ま
っ
た）

93
（

。
そ
し
て
大
半
の
国
が
そ
う
し
た
よ
う
に
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
も
回
答
し
な
か
っ
た
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
、
武
器
禁
輸
措
置

と
同
様
、
満
洲
国
不
承
認
問
題
で
も
各
国
の
動
向
を
横
目
に
見
つ
つ
、
自
国
の
態
度
を
で
き
る
だ
け
明
ら
か
に
し
な
い
よ
う
努
め
た
の

で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
な
か
、
一
九
三
五
年
三
月
二
七
日
を
迎
え
た
。
脱
退
通
告
か
ら
二
年
が
経
過
し
、
日
本
は
連
盟
規
約
第
一
条
第
三
項
（「
連

盟
国
ハ
、
二
年
ノ
予
告
ヲ
以
テ
連
盟
ヲ
脱
退
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」）
に
も
と
づ
い
て
国
際
連
盟
か
ら
脱
退
し
た
。
こ
れ
に
合
わ
せ
て
ジ
ョ

セ
フ
・
ア
ヴ
ノ
ル
（Joseph Avenol

）
事
務
総
長
は
、「
脱
退
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
今
、
日
本
と
国
際
連
盟
と
の
あ
い
だ
の
法

的
関
係
は
す
べ
て
消
滅
す
る
。
日
本
は
も
は
や
国
際
連
盟
に
対
し
て
権
利
も
義
務
も
持
た
な
い
…
…
私
自
身
と
し
て
は
、
日
本
と
国
際

連
盟
の
関
係
を
損
な
う
よ
う
な
こ
と
は
い
っ
さ
い
お
こ
な
わ
な
い
決
意
で
あ
る
」
と
語
っ
た）

94
（

。
脱
退
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
の
決
議
の
履

行
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
も
と
れ
る
事
務
総
長
の
発
言
に
、
中
国
は
連
盟
規
約
第
一
条
第
三
項
但
書
（「
但
シ
脱
退
ノ
時
ニ
其
ノ
一
切
ノ

国
際
上
及
本
規
約
上
ノ
義
務
ハ
履
行
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」）
を
持
ち
出
し
て
抗
議
し
た
が
、
ア
ヴ
ノ
ル
事
務
総
長
は
「
日
本
が

規
約
第
一
条
に
違
反
し
た
か
ど
う
か
の
問
題
は
も
っ
ぱ
ら
理
事
会
ま
た
は
諮
問
委
員
会
の
権
限
の
範
囲
内
で
あ
る
」
と
回
答
し
た）

95
（

。
だ

が
、
理
事
会
で
も
諮
問
委
員
会
で
も
そ
れ
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
日
本
の
脱
退
と
と
も
に
連
盟
に
お
け
る

満
洲
事
変
の
審
議
は
う
や
む
や
と
な
っ
た
。
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一
方
、
日
本
の
脱
退
後
、
日
ポ
両
国
の
関
係
は
再
び
接
近
し
始
め
る
。
日
本
が
脱
退
し
た
こ
と
で
連
盟
規
約
の
遵
守
と
い
っ
た
一
般

原
則
の
問
題
は
後
景
に
退
き
、
さ
ら
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
も
、
ベ
ッ
ク
外
相
の
下
、「
均
衡
政
策
」
を
全
面
的
に
展
開
す
る
よ
う
に
な
っ
た

か
ら
で
あ
る）

96
（

。
以
後
の
日
ポ
関
係
は
勢
力
均
衡
原
理
に
よ
っ
て
大
き
く
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ソ
連
を
共
通
の
敵
と
す
る
両
国

は
、
ド
イ
ツ
要
因
を
抱
え
な
が
ら
も
、
両
国
公
使
館
の
大
使
館
昇
格
（
一
九
三
七
年
一
〇
月
）
や
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
よ
る
満
洲
国
の
承
認

（
一
九
三
八
年
一
〇
月
）
と
い
っ
た
か
た
ち
で
具
体
的
な
接
近
を
見
せ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る）

97
（

。

お
わ
り
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
満
洲
事
変
に
対
す
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
対
応
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
欧
州
中
小
国
が
事
変
を
ど
の
よ
う
に
認

識
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
一
端
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
本
稿
の
分
析
か
ら
中
小
国
の
認
識
つ
い
て
指
摘
で
き
る
の
は
以
下
の
三

点
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
中
小
国
も
個
別
の
利
害
を
抱
え
て
お
り
、
自
国
の
利
害
と
満
洲
事
変
を
結
び
つ
け
て
捉
え
る
視
点
を
持
っ
て
い
た
こ
と
で

あ
る
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
が
対
ソ
関
係
や
少
数
民
族
問
題
の
観
点
か
ら
日
本
に
好
意
的
態
度
を
と
る
と
決
定
し
た
こ
と
は
、
そ
う
し
た
中
小

国
の
認
識
の
あ
り
様
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
一
見
す
る
と
無
関
係
な
問
題
ど
う
し
で
あ
っ
て
も
両
者
を
結
び
つ
け
、
自
国

に
有
利
な
取
引
に
持
ち
込
も
う
と
す
る
中
小
国
の
し
た
た
か
な
外
交
感
覚
の
現
わ
れ
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
第
二
に
、
中
小
国
に
と
っ
て
、
領
土
保
全
原
則
の
尊
重
や
国
際
連
盟
規
約
の
遵
守
と
い
っ
た
一
般
原
則
は
、
個
別
の
利
害
を

超
え
る
重
要
性
を
持
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
戦
火
が
拡
大
す
る
に
つ
れ
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
そ
う
し
た
一
般
原
則
を
打
ち
出
す
方
向
に

軸
足
を
移
し
始
め
、
第
一
次
上
海
事
変
や
満
洲
国
建
国
と
い
っ
た
出
来
事
が
重
な
っ
た
一
九
三
二
年
三
月
の
臨
時
総
会
で
は
そ
れ
を

は
っ
き
り
と
言
明
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
同
年
九
月
の
日
本
に
よ
る
満
洲
国
承
認
後
に
は
、
日
本
に
手
を
差
し
伸
べ
る
こ
と
も
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な
く
な
っ
た
。
中
小
国
の
な
か
で
最
も
宥
和
的
で
あ
っ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
さ
え
、
自
衛
権
の
範
疇
を
遥
か
に
超
え
る
日
本
の
軍
事
行
動

を
容
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
第
三
に
、日
本
の
連
盟
脱
退
は
、大
国
だ
け
で
な
く
、中
小
国
に
と
っ
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
結
末
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。ポ
ー

ラ
ン
ド
が
最
も
恐
れ
た
こ
と
は
、
自
国
が
被
侵
略
国
と
な
っ
た
と
き
、
満
洲
事
変
を
先
例
と
し
て
侵
略
国
の
行
為
が
国
際
的
な
承
認
を

受
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
の
脱
退
と
い
う
結
末
は
、
事
変
が
国
際
的
な
承
認
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す

る
も
の
で
あ
り
、ポ
ー
ラ
ン
ド
に
と
っ
て
満
足
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
が
脱
退
通
告
直
後
か
ら
そ
の
態
度
を
緩
和
さ
せ
、

日
本
へ
の
再
接
近
さ
え
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
そ
れ
ゆ
え
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
態
度
は
必
ず
し
も
例
外
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
満
洲
国
不
承
認
に
関
す
る
通
達
に
大
半
の
国
が
回
答

し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
脱
退
後
も
日
本
を
追
及
し
よ
う
と
す
る
空
気
は
次
第
に
薄
れ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
と

同
様
に
、
各
国
も
互
い
に
他
国
の
動
向
に
合
わ
せ
て
突
出
し
た
行
動
を
避
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
事
変
の
影
響
が
欧
州
に
は
及
ば
な
い

こ
と
を
確
定
さ
せ
た
こ
と
で
中
小
国
は
満
足
し
た
の
で
あ
る）

98
（

。

　

こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
て
、
連
盟
脱
退
回
避
の
可
能
性
と
そ
の
限
界
、
さ
ら
に
協
調
の
た
め
の
脱
退
論
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

ま
ず
第
一
の
点
は
、
連
盟
脱
退
回
避
の
可
能
性
が
こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
い
た
以
上
に
大
き
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。
そ
れ
は
、
大
国

だ
け
で
な
く
、中
小
国
と
の
あ
い
だ
で
も
取
引
の
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。さ
ら
に
こ
れ
に
よ
っ

て
大
国
に
対
す
る
中
小
国
の
圧
力
は
弱
ま
り
、
日
本
と
の
取
引
を
進
め
た
い
英
仏
の
動
き
が
促
進
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
っ
た
。
実
際
、

当
初
日
本
に
最
も
宥
和
的
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
は
、「
ポ
ー
ラ
ン
ド
が
日
本
の
側
に
つ
い
た
こ
と
に
感
謝
の
意
を
表
し
」
て
い
た）

99
（

。

　

一
方
、
第
二
の
点
は
、
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
連
盟
脱
退
回
避
の
限
界
を
確
認
す
る
。
領
土
保
全
原
則
の
尊
重
や
連
盟
規
約
の

遵
守
と
い
っ
た
一
般
原
則
と
ま
っ
た
く
相
容
れ
な
い
満
洲
国
建
国
や
そ
の
承
認
と
い
っ
た
一
方
的
行
動
は
、
日
本
に
最
大
限
の
好
意
を

示
す
と
し
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
あ
っ
て
も
到
底
容
認
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
三
二
年
一
二
月
に
再
開
さ
れ
る
臨
時
総
会
を
前
に
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し
て
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
エ
ド
ヴ
ァ
ル
ド
・
ベ
ネ
シ
ュ
（Edvard Beneš

）
外
相
が
、「
何
レ
ノ
国
ノ
代
表
者
ト
雖
日
本
政
府
ヲ

支
持
ス
ル
如
キ
発
言
ヲ
為
ス
勇
気
ア
ル
モ
ノ
ナ
カ
ル
可
」し
と
漏
ら
し
て
い
る
の
は
象
徴
的
で
あ
る）

100
（

。満
洲
国
建
国
と
そ
の
承
認
に
よ
っ

て
「
満
州
発
展
と
国
際
協
力
と
の
間
の
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
は
…
…
も
は
や
到
底
保
持
さ
れ
る
こ
と
は
出
来
な
く
な
っ
た
」
と
す
る
先
行

研
究
の
指
摘
は）

101
（

、
国
際
連
盟
の
権
威
を
守
る
こ
と
と
日
本
と
の
友
好
関
係
を
保
つ
こ
と
の
二
つ
の
目
的
を
両
立
で
き
な
く
な
っ
て
い
っ

た
ポ
ー
ラ
ン
ド
外
交
と
重
な
る
。

　

最
後
に
第
三
の
点
は
、
協
調
の
た
め
の
脱
退
論
を
少
な
く
と
も
そ
の
結
果
に
お
い
て
支
持
す
る
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
を
分
析
対
象
と
す
る

本
稿
か
ら
は
ど
の
時
点
か
ら
日
本
が
協
調
の
た
め
の
脱
退
を
考
慮
し
始
め
た
の
か
は
明
ら
か
に
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
時
冷
え

込
ん
だ
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
の
関
係
も
脱
退
通
告
後
に
は
改
善
に
向
か
う
兆
し
を
見
せ
た
よ
う
に
、
日
本
が
連
盟
の
枠
外
に
出
た
こ
と
で
逆

説
的
に
協
調
が
可
能
と
な
っ
た
点
に
つ
い
て
は
確
認
し
た
。
そ
し
て
日
ポ
関
係
は
、
協
調
の
た
め
の
脱
退
で
期
待
さ
れ
た
大
国
と
の
関

係
以
上
に
進
展
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
点
で
、
た
し
か
に
「
満
州
事
変
以
来
の
対
外
危
機
は
、
国
際
連
盟
脱
退
を
転
機
と
し
て
、

沈
静
化
の
方
向
に
向
か
っ
て
い
っ
た
」
の
で
あ
る）

102
（

。

　

以
上
本
稿
で
は
、
満
洲
事
変
期
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
外
交
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
事
変
に
対
す
る
欧
州
中
小
国
の
認
識
に
迫
る
こ

と
を
試
み
た
。
そ
の
試
み
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
事
例
を
中
小
国
全
般
に

敷
衍
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
で
も
幾
ら
か
の
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
は
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い
る
。
二
国
間
外
交
か
ら
国
際
連
盟
を
中
心
と
し
た
多
国
間
外
交
へ
と
変
化
し
つ
つ
あ
っ
た
戦
間
期
に
お
い
て
、
日
本
は
欧
州
中
小
国

に
ど
の
よ
う
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
よ
う
と
し
、
そ
れ
に
対
し
て
中
小
国
側
は
い
か
な
る
反
応
を
示
し
た
の
か
、
ひ
き
つ
づ
き
日
ポ
関
係
を

糸
口
と
し
て
こ
れ
ら
の
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

【
付
記
】
本
稿
は
、
日
本
国
際
政
治
学
会
二
〇
二
五
年
度
研
究
大
会
・
分
科
会
Ｅ

－

１
に
お
け
る
報
告
を
も
と
に
し
た
も
の
で
す
。
分
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科
会
責
任
者
を
務
め
て
く
だ
さ
っ
た
鳥
潟
優
子
先
生
、
吉
田
真
吾
先
生
、
司
会
を
務
め
て
く
だ
さ
っ
た
羽
場
久
美
子
先
生
、
討
論
者
を

務
め
て
く
だ
さ
っ
た
伊
藤
頌
文
先
生
、
樋
口
真
魚
先
生
を
は
じ
め
フ
ロ
ア
か
ら
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
を
く
だ
さ
っ
た
先
生
方
に
心
よ
り
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
本
稿
で
引
用
し
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
史
料
に
関
し
て
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
大
学
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
文
化
学
部
（
旧

東
洋
学
部
）
の
エ
ヴ
ァ
・
パ
ワ
シ
ュ
＝
ル
ト
コ
フ
ス
カ
先
生
と
カ
タ
ジ
ナ
・
ス
タ
レ
ツ
カ
先
生
か
ら
格
別
の
ご
支
援
と
ご
教
示
を
賜
り

ま
し
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
な
お
、
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費JP24K

00234

お
よ
びJP24K

04749

の
助
成
を
受

け
た
も
の
で
す
。

注（
１
）　

井
上
寿
一
『
危
機
の
な
か
の
協
調
外
交
―
日
中
戦
争
に
至
る
対
外
政
策
の
形
成
と
展
開
』（
山
川
出
版
社
、
一
九
九
四
年
）
第
一
章
を
参
照
。

（
２
）　

以
上
の
点
は
、
た
と
え
ば
、
日
本
外
交
史
研
究
の
基
本
資
料
と
な
る
『
日
本
外
交
文
書
』
を
参
照
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
満
洲
事
変
が
国

際
連
盟
で
審
議
さ
れ
て
い
る
時
期
で
さ
え
、
同
文
書
に
掲
載
さ
れ
た
中
小
国
と
の
直
接
の
や
り
取
り
を
示
す
電
報
の
数
は
わ
ず
か
し
か
な
く
、

そ
れ
は
当
時
の
日
本
外
交
が
中
小
国
の
存
在
を
軽
視
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
と
中
小
国
が

日
本
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
か
は
別
の
問
題
で
あ
り
、
中
小
国
側
の
視
点
か
ら
事
変
や
事
変
期
の
日
本
外
交
を
捉
え
て
み
た
い
と
い
う
の

が
本
稿
の
意
図
で
あ
る
。

（
３
）　

戦
前
の
日
ポ
関
係
を
知
る
う
え
で
最
も
有
用
な
の
が
、
エ
ヴ
ァ
・
パ
ワ
シ
ュ
＝
ル
ト
コ
フ
ス
カ
／
ア
ン
ジ
ェ
イ
・
タ
デ
ウ
シ
ュ
・
ロ
メ
ル

（
柴
恵
理
子
訳
）『
日
本
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
関
係
史1904-1945
』
増
補
改
訂
（
彩
流
社
、
二
〇
一
九
年
）
で
あ
り
、
満
洲
事
変
に
対
す
る
ポ
ー

ラ
ン
ド
の
対
応
に
つ
い
て
も
、
同
書
、
二
〇
七
〜
二
一
二
頁
で
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
同
書
は
日
本
の
対
ポ
ー
ラ
ン
ド
政
策
に
分
析
の

主
眼
を
置
い
た
、Ew

a Pałasz-Rutkow
ska, Polityka Japonii w

obec Polski 1918-1941, N
ozom

i, 1998

を
も
と
に
し
て
い
る
た

め
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
側
の
動
向
に
関
す
る
記
述
は
最
小
限
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
、
日
ポ
関
係
を
中
心
に
一
九
三
〇
年
代
の
国
際

政
治
史
を
描
い
た
、
阪
東
宏
『
世
界
の
な
か
の
日
本
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
関
係1931-1945

』（
大
月
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）
が
あ
る
が
、
主
に
分
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析
さ
れ
て
い
る
の
は
満
洲
事
変
以
降
の
時
期
で
あ
る
。
な
お
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
側
の
文
献
に
つ
い
て
は
、Stanisław

 Sierpow
ski, „K

onflikt 
o M

andżurię w
 LN

 w
 latach 1931-1933 ”, w

: tegoż, Liga N
arodów

 w
 Latach K

ryzysu 1929-1946, Tom
 I, W

ydaw
nictw

o 
N

aukow
e U

AM
, 2023

を
参
照
し
た
。

（
４
）　

外
務
大
臣
：
一
九
二
六
年
九
月
二
五
日
〜
一
九
三
二
年
一
一
月
一
日
。
以
下
、
本
稿
が
扱
う
時
期
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
外
交
官
の
人
事
情
報
に
関

し
て
は
、K

rzysztof Sm
olana, oprac., U

rzędnicy Służby Zagranicznej R
zeczypospolitej Polskiej 1918-1945: Przew

odnik 
biograficzny, Tom

 I, N
aczelna D

yrekcja Archiw
ów

 Państw
ow

ych i M
inisterstw

o Spraw
 Zagranicznych, 2020, Tom

 II, 
2022, Tom

 III, 2023

を
参
照
。

（
５
）　B

ez tytułu i autor nieznany, 14 października 1931, w
 „Zatargi i spory m

iędzy członkam
i Ligi N

arodów
 - zatarg 

chińsko-japoński o M
andżurię, interw

encja i obrady R
ady Ligi N

arodów
. R

aporty delegacji, m
ateriały Ligi, aide 

m
em

oranda delegacji chińskiej i japońskiej, projekt rezolucji, korespondencja. ”, sygnatura: 2/513/0/-/226, A
rchiw

um
 

Akt N
ow

ych w
 W

arszaw
ie （AAN

）. 

（
６
）　

国
際
連
盟
ポ
ー
ラ
ン
ド
代
表
部
特
命
全
権
公
使
：
一
九
二
六
年
一
月
一
四
日
〜
一
九
三
二
年
三
月
三
一
日
。

（
７
）　Zaleski do Sokala, 14 października 1931, w

 „Zatarg japońsko-chiński o M
andżurię. Spór fińsko-angielski o statki 

handlow
e. Raporty, korespondencja, druki. ”, sygnatura: 2/322/0/4.2/1771, AAN

.

（
８
）　

と
く
に
ザ
レ
ス
キ
外
相
の
訓
令
に
見
ら
れ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
問
題
に
関
し
て
、
安
井
教
浩
『
リ
ガ
条
約
―
交
錯
す
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
境
』（
群

像
社
、
二
〇
一
七
年
）、
安
齋
篤
人
『
ガ
リ
ツ
ィ
ア
全
史
―
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
を
め
ぐ
る
歴
史
地
政
学
』（
合
同
会
社
パ
ブ
リ
ブ
、

二
〇
二
四
年
）
第
五
章
〜
第
七
章
を
参
照
。

（
９
）　

こ
の
点
を
最
も
端
的
に
示
す
の
が
駐
日
ポ
ー
ラ
ン
ド
公
使
館
付
武
官
の
報
告
で
あ
る
。
報
告
は
、「
極
東
の
安
全
の
基
礎
で
あ
る
日
本

に
反
対
し
て
中
国
の
混
乱
を
助
長
す
る
な
ど
あ
り
得
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
は
、
ソ
連
に
地
歩
を
譲
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
し
て
連

盟
の
介
入
に
否
定
的
な
見
解
を
示
し
、
こ
の
こ
と
を
ザ
レ
ス
キ
外
相
に
伝
え
る
よ
う
訴
え
て
い
る
（﹇H

enryk

﹈ Floyar-Rajchm
an do 

Szefa O
ddziału II Sztabu G

łów
nego w

 W
arszaw

ie, 7 listopada 1931, w
 „M

ateriały dotyczące Japonia. ”, sygnatura: 
2/1190/0/1.2/616/158, AAN

）。
こ
れ
に
対
し
て
、
よ
り
戦
略
的
な
見
方
も
存
在
し
た
。
駐
ト
ル
コ
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
大
使
館
の
報
告
は
、
以
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下
の
よ
う
な
予
測
を
示
し
て
、
そ
の
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。「
ロ
シ
ア
は
、
必
然
的
に
満
洲
に
お
け
る
日
本
の
政
策
に
対
し
て
明
確
な
立

場
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
ク
ロ
パ
ト
キ
ン
と
ロ
ジ
ェ
ス
ト
ヴ
ェ
ン
ス
キ
ー
の
運
命
を
鮮
明
に
覚
え
て
い
る
モ
ス
ク
ワ
が
、
極
東

で
の
争
い
に
巻
き
込
ま
れ
る
可
能
性
は
低
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ロ
シ
ア
軍
が
極
東
で
の
出
来
事
に
長
期
間
に
わ

た
っ
て
集
中
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
確
実
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
国
際
チ
ェ
ス
盤
に
お
け
る
ロ
シ
ア
の
立
場
に
深
刻
な
影
響
を
与

え
る
だ
ろ
う
。
我
々
に
関
し
て
い
え
ば
、
こ
れ
は
我
々
の
政
治
的
状
況
に
大
き
な
安
心
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
」（﹇K

azim
ierz

﹈ O
lszow

ski 
do Pana M

inistra Spraw
 Zagranicznych, 12 października 1931, w

 „Zatarg japońsko-chiński o M
andżurię. R

aporty, 
korespondencja, druki. Tom

 I. ”, sygnatura: 2/322/0/4.2/1772, AAN

）。
お
そ
ら
く
ピ
ウ
ス
ツ
キ
元
帥
ら
政
府
首
脳
部
は
後
者
の

よ
り
戦
略
的
な
見
方
に
立
っ
て
動
い
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
、
元
帥
が
構
想
す
る
「
均
衡
政
策
」（
ポ
ー
ラ
ン
ド
自
身
の
イ
ニ
シ
ア

チ
ブ
で
独
ソ
両
国
と
の
関
係
を
調
整
す
る
政
策
）
の
実
現
に
乗
り
出
し
て
い
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
と
っ
て
、
満
洲
事
変
は
好
都
合
で
あ
っ
た
。

一
九
三
一
年
一
月
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
ソ
連
に
対
し
て
不
可
侵
条
約
の
締
結
を
提
起
し
て
い
た
が
、
事
変
の
勃
発
に
よ
っ
て
ソ
連
指
導
部
が
消
極

的
な
態
度
を
一
変
さ
せ
た
こ
と
で
、
翌
年
七
月
に
条
約
の
締
結
に
漕
ぎ
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
（
寺
山
恭
輔
「
ソ
連
の
不
可
侵
条
約
政
策
―
日

本
と
ピ
ウ
ス
ツ
キ
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
」『
西
洋
史
研
究
』
新
輯
第
五
二
号
、
二
〇
二
三
年
）。

（
10
）　

シ
ロ
ン
ス
ク
地
方
に
お
け
る
少
数
民
族
問
題
と
日
本
外
交
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
篠
原
初
枝
「
国
際
連
盟
外
交
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
政
治
と

日
本
」
井
上
寿
一
編
『
日
本
の
外
交
』
第
一
巻
（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
）
所
収
お
よ
び
、
同
「
国
際
連
盟
理
事
会
に
お
け
る
安
達
峰
一
郎
」

柳
原
正
治
・
篠
原
初
枝
編
『
安
達
峰
一
郎
―
日
本
の
外
交
官
か
ら
世
界
の
裁
判
官
へ
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
七
年
）
所
収
を
、
グ
ダ

ン
ス
ク
自
由
市
問
題
と
日
本
外
交
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
公
太
「
外
務
省
『
連
盟
派
』
と
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
安
全
保
障

―
ダ
ン
ツ
ィ
ヒ
自
由
市
問
題
を
事
例
と
し
て
」『
帝
京
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
五
二
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）
所
収
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
。
こ
の

ほ
か
、国
際
連
盟
に
お
け
る
少
数
民
族
（
少
数
者
）
保
護
の
あ
り
方
全
般
に
つ
い
て
論
じ
た
、篠
原
初
枝
「
国
際
連
盟
と
少
数
民
族
問
題　

な
ぜ
、

誰
が
、
誰
を
、
誰
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
保
護
す
る
の
か
」『
ア
ジ
ア
太
平
洋
討
究
』
第
二
四
号
（
二
〇
一
五
年
三
月
）
所
収
も
参
照
。

（
11
）　Sokal do Zaleskiego, 15 października 1931, sygnatura: 2/322/0/4.2/1772, AAN

.

（
12
）　

外
務
副
大
臣
：
一
九
三
〇
年
一
二
月
六
日
〜
一
九
三
二
年
一
一
月
一
日
↓
外
務
大
臣
：
一
九
三
二
年
一
一
月
二
日
〜
一
九
三
九
年
九
月
三
〇

日
。
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（
13
）　Józef B

eck, W
spom

nienia o Polskiej Polityce Zagranicznej 1926-1939, oprac. A
nna M

. C
iencia ła, w

prow
adzenie 

M
arek K

ornat, W
ydaw

nictw
o Arkadiusz W

ingert, 2015, s. 59-60. 
（
14
）　

ザ
レ
ス
キ
外
相
が
米
国
や
西
欧
諸
国
と
の
関
係
を
重
視
し
、
国
際
連
盟
を
基
軸
と
し
た
集
団
安
全
保
障
政
策
を
追
求
し
た
の
に
対
し
て
、
ド

イ
ツ
に
同
情
的
な
態
度
を
示
す
英
米
に
不
信
感
を
募
ら
せ
た
ピ
ウ
ス
ツ
キ
元
帥
は
、「
均
衡
政
策
」
を
志
向
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
実
施
を

委
ね
る
た
め
一
九
三
〇
年
一
二
月
に
側
近
の
ベ
ッ
ク
大
佐
を
副
大
臣
と
し
て
外
務
省
に
送
り
込
ん
だ
（Joshua D

. Zim
m

erm
an, Jozef 

Pilsudski: Founding Father of M
odern Poland, H

arvard U
niversity Press, 2022, pp. 439-444

）。
副
大
臣
に
就
任
し
た
ベ
ッ

ク
は
人
事
権
を
握
っ
て
省
内
を
掌
握
し
、
次
第
に
孤
立
し
た
ザ
レ
ス
キ
は
一
九
三
二
年
一
一
月
に
辞
職
、
ベ
ッ
ク
は
そ
の
後
任
と
し
て
外
相

に
就
任
し
た
（M

arek K
ornat i M

ariusz W
ołos, Józef B

eck: B
iografia, W

ydaw
nictw

o Literackie, 2020, s. 221-228, 260-
264

）。
以
上
の
点
に
関
し
て
は
ザ
レ
ス
キ
の
伝
記
、Piotr W

andycz, Z Piłsudskim
 i Sikorskim

: August Zaleski, m
inister spraw

 
zagranicznych w

 latach 1926-1932 i 1939-1941, W
ydaw

nictw
o Sejm

ow
e, 1999, s. 130-147

も
参
照
。

（
15
）　

こ
れ
ら
に
く
わ
え
て
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
一
九
三
二
年
一
〇
月
の
国
際
連
盟
理
事
会
非
常
任
理
事
国
選
挙
で
再
選
を
ね
ら
っ
て
お
り
、
満
洲
事

変
へ
の
好
意
的
態
度
と
引
き
換
え
に
日
本
か
ら
の
再
選
支
持
も
期
待
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
（Instrukcja podsekretarza stanu dla 

poselstw
a w

 Tokio w
 spraw

ie reelekcji Polski do Rady Ligi N
arodów

, Podsekretarz Stanu do Tokio, 22 października 
1931, Polskie D

okum
enty D

yplom
atyczne 

（PD
D

） 1931, dok. 256

）。
た
だ
し
、
一
方
で
そ
れ
が
中
国
か
ら
の
支
持
の
喪
失
に
つ

な
が
る
こ
と
も
理
解
し
て
い
た
（N

otatka W
ydziału O

rganizacji M
iędzynarodow

ych na tem
at w

yboru Polski do Rady Ligi 
N

arodów
 w

 1932 roku, 3 grudnia 1931, PD
D

 1931, dok. 303

）。

（
16
）　Sokal do ﹇M

ariana

﹈ Szum
lakow

skiego, 15 października 1931, sygnatura: 2/513/0/-/226, AAN
.

（
17
）　Sokal do Zaleskiego, 15 października 1931, sygnatura: 2/322/0/4.2/1772, AAN

.

（
18
）　

海
野
芳
郎
『
国
際
連
盟
と
日
本
』（
原
書
房
、
一
九
七
四
年
）
一
九
三
頁
を
参
照
。

（
19
）　

Sokal do M
inisterstw

a Spraw
 Zagranicznych w

 W
arszaw

ie 

（M
SZ

）, 24 października 1931, sygnatura: 
2/322/0/4.2/1772, AAN

.

（
20
）　Sokal do Zaleskiego, 30 października 1931, w

 „Zatarg japońsko-chiński o M
andżurię. R

aporty, korespondencja, 
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druki. Tom
 II. ”, sygnatura: 2/322/0/4.2/1773, AAN

.
（
21
）　Ibid.

（
22
）　Sokal do M

SZ, 3 listopada 1931; ﹇Alfred

﹈ Chłapow
ski do M

SZ, 5 listopada 1931, sygnatura: 2/322/0/4.2/1772, AAN
. 

（
23
）　Beck do Szanghaju, 5 listopada 1931, ibid.

（
24
）　

一
九
三
一
年
一
一
月
六
日
付
在
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
河
合
公
使
発
幣
原
〔
喜
重
郎
〕
外
相
宛
電
報
、『
日
本
外
交
文
書
』
満
州
事
変
第
一
巻
第
三

冊
事
項
八
‐
四
四
一
文
書
。

（
25
）　C

om
pte-rendu de la séance secrète, tenue le m

ercredi, 18 novem
bre 1931, à 11 heures au Q

uai d’O
rsay, Paris, 

M
inutes of the secret m

eetings of the Council （Sino-Japanese conflict

） （Paris

）, R6228/14/9887/2385/Jacket3, League 
of N

ations Archives, U
nited N

ations O
ffice at G

eneva （LN
A

）.

（
26
）　Rozm

ow
a Raczyńskiego i G

w
iazdoskiego z Sugim

urą, 18 listopada 1931, sygnatura: 2/322/0/4.2/1773, AAN
. 

（
27
）　

政
治
経
済
局
国
際
組
織
部
長
：
一
九
三
一
年
五
月
一
日
〜
一
九
三
二
年
一
一
月
七
日
↓
国
際
連
盟
ポ
ー
ラ
ン
ド
代
表
部
特
命
全
権
公
使
：

一
九
三
二
年
一
一
月
八
日
〜
一
九
三
四
年
一
〇
月
三
一
日
。

（
28
）　

国
際
連
盟
ポ
ー
ラ
ン
ド
代
表
部
参
事
官
：
一
九
二
六
年
一
月
二
一
日
〜
一
九
三
二
年
一
二
月
三
〇
日
（
臨
時
代
理
公
使
：
一
九
三
二
年
四
月

一
日
〜
一
一
月
八
日
）
↓
政
治
経
済
局
国
際
組
織
部
長
：
一
九
三
三
年
一
月
一
日
〜
一
九
三
四
年
一
月
一
日
。

（
29
）　Rozm

ow
a G

w
iazdoskiego z Sugim

urą, 19 listopada 1931, sygnatura: 2/322/0/4.2/1773, AAN
. 

（
30
）　Supra note 20.

（
31
）　Ibid.

（
32
）　

こ
の
点
に
関
し
て
、
ソ
カ
ル
公
使
が
根
拠
と
し
て
あ
げ
る
の
は
、
国
際
連
盟
規
約
第
一
一
条
の
執
行
に
関
す
る
一
九
二
七
年
二
月
の
国
際
連

盟
理
事
会
委
員
会
の
報
告
で
あ
る
。
同
報
告
は
、
第
一
一
条
の
も
と
で
国
際
連
盟
の
と
る
べ
き
行
動
に
つ
い
て
、
戦
争
の
脅
威
が
差
し
迫
っ
て

い
る
場
合
、
理
事
会
は
平
和
維
持
の
た
め
、
現
状
を
変
更
す
る
よ
う
な
性
質
を
持
つ
す
べ
て
の
動
員
措
置
、
あ
る
い
は
そ
の
他
同
様
の
軍
事
的

準
備
の
放
棄
と
と
も
に
、「
理
事
会
が
設
定
し
た
中
立
地
帯
へ
の
双
方
の
軍
隊
の
撤
退
」
を
勧
告
す
る
と
し
た
（Report of the Com

m
ittee 

of Three M
em

bers of the Council Com
m

ittee, 21 February 1927, Execution of Article 11 of the Covenant, Report of 
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the Com
m

ittee of Three M
em

bers of the Council Com
m

ittee, February 1927, R283/8/57552/57552, LN
A

）。

（
33
）　

N
aczelnik W

ydziału E
. R

aczyński do Pana M
inistra Spraw

 Zagranicznych na ręce Pana D
yrektora M

. 
Szum

lakow
skiego, 12 listopada 1931, sygnatura: 2/322/0/4.2/1773, AAN

.

（
34
）　Rozm

ow
a M

inistra Spraw
 Zagranicznych z Posłem

 Japońskim
, 12 listopada 1931, ibid.

（
35
）　M

inutes of the 65th Session of the C
ouncil, 21 N

ovem
ber 1931, M

inutes of the 65th session of the C
ouncil, 

Septem
ber-D

ecem
ber 1931, R3330/14/31333/2385, LN

A.

（
36
）　Supra note 20.

（
37
）　

こ
の
と
き
芳
澤
は
、
軍
事
行
動
が
満
鉄
沿
線
を
超
え
て
拡
大
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
の
情
報
に
接
し
て
、「
比
例
ノ
取
レ
サ
ル
自
衛
論
ノ
如

キ
ハ
到
底
第
三
者
ノ
容
認
セ
サ
ル
処
タ
ル
ハ
明
白
」
で
あ
る
と
し
て
「
帝
国
理
事
ハ
此
上
理
事
会
ニ
出
席
シ
難
キ
コ
ト
ト
ナ
ル
ヘ
シ
」
と
本
省

に
訴
え
て
い
た
（
一
九
三
一
年
一
〇
月
一
五
日
付
在
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
澤
田
連
盟
帝
国
事
務
局
長
発
幣
原
外
相
宛
電
報
、『
日
本
外
交
文
書
』
満
州

事
変
第
一
巻
第
三
冊
事
項
八
‐
二
七
一
文
書
）。

（
38
）　Supra note 26.

（
39
）　

も
っ
と
も
、
軍
中
央
に
よ
る
関
東
軍
の
統
制
が
成
功
す
る
可
能
性
が
皆
無
で
あ
っ
た
わ
け
で
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
小
林
道
彦
『
政

党
内
閣
の
崩
壊
と
満
州
事
変
―1918

〜1932
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
第
三
章
を
参
照
。

（
40
）　Supra note 29.

（
41
）　K

onflikt chińsko-japoński w
 św

ietle Paktu Ligi N
arodów

, data nieznana, sygnatura: 2/322/0/4.2/1772, AAN
.

（
42
）　

一
九
三
一
年
一
一
月
一
一
日
付
在
仏
国
芳
澤
大
使
発
幣
原
外
相
宛
電
報
、『
日
本
外
交
文
書
』
満
州
事
変
第
一
巻
第
三
冊
事
項
八
‐
四
八
〇

文
書
。

（
43
）　

一
九
三
二
年
二
月
二
日
付
芳
澤
外
相
発
在
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
澤
田
連
盟
帝
国
事
務
局
長
宛
電
報
、『
日
本
外
交
文
書
』
満
州
事
変
第
二
巻
第
二
冊

事
項
四
‐
六
〇
文
書
。

（
44
）　

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
在
欧
外
交
官
か
ら
の
提
起
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
は
省
内
に
そ
の
素
地
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ア
ジ

ア
派
の
有
力
外
交
官
の
一
人
で
一
九
三
三
年
五
月
に
外
務
次
官
に
就
任
す
る
重
光
葵
駐
華
公
使
は
、
一
九
三
一
年
一
二
月
に
ま
と
め
た
報
告
書
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の
な
か
で
、「
今
日
支
那
カ
右
等
条
約
ヲ
尊
重
ス
ル
ノ
誠
意
ト
能
力
ナ
キ
状
態
ニ
於
テ
九
国
条
約
等
華
府
会
議
ノ
決
定
ノ
支
那
ニ
対
シ
テ
有
シ

タ
ル
意
義
ハ
根
本
的
ニ
改
変
セ
ラ
レ
タ
」
と
し
、「
国
際
連
盟
規
約
モ
巴
里
不
戦
条
約
モ
将
又
九
国
条
約
モ
何
レ
モ
今
日
極
東
ニ
於
テ
行
ハ
レ

ル
ヽ
ア
ル
カ
如
キ
主
義
及
政
策
ノ
根
本
的
ノ
相
違
ヨ
リ
来
ル
国
際
紛
争
ノ
処
理
ハ
之
ヲ
予
想
セ
サ
リ
シ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
之
カ
処
理
ノ
目
的
ノ
為
ニ

ハ
全
然
不
適
当
ナ
リ
」
と
訴
え
て
い
た
（「
支
那
ノ
対
外
政
策
関
係
雑
纂
『
革
命
外
交
』（
重
光
駐
支
公
使
報
告
書
）」
第
一
巻
、外
務
省
記
録
（
松

本
記
録
）A.2.1.0.C1-1

、
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
）。
そ
し
て
事
変
に
対
応
す
る
な
か
で
谷
正
之
亜
細
亜
局
長
も
こ
う
し
た
重
光
の
考
え
方

に
接
近
し
て
く
よ
う
に
な
り
、
本
省
全
体
が
多
国
間
の
枠
組
み
を
否
定
す
る
方
向
へ
と
傾
い
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
中
国
の
政
情
や

そ
の
混
乱
と
い
っ
た
特
殊
性
を
も
っ
て
連
盟
規
約
の
適
用
に
伸
縮
性
を
も
た
せ
る
か
、
そ
の
適
用
を
全
然
不
適
当
と
す
る
か
は
大
き
な
差
異
で

あ
り
、
こ
こ
に
連
盟
脱
退
後
の
在
欧
外
交
官
＝
連
盟
派
と
ア
ジ
ア
派
の
路
線
対
立
が
す
で
に
現
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
以
上
の
点

に
関
し
て
、
日
本
外
務
省
に
よ
る
満
洲
事
変
正
当
化
の
論
理
に
つ
い
て
は
、
中
谷
直
司
「
満
州
事
変
と
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
―
二
つ
の
国
際
協
調

の
終
焉
」
瀧
口
剛
編
『
近
代
東
ア
ジ
ア
の
地
域
秩
序
と
日
本
』（
大
阪
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
〇
年
）
所
収
お
よ
び
、
同
「
日
本
外
交
に
よ
る

満
州
事
変
正
当
化
の
論
理
―
『
満
蒙
特
殊
権
益
論
』
の
二
度
の
転
換
、
一
九
一
九
〜
一
九
三
二
」
片
山
慶
隆
編
『
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
と
日

本
の
対
外
危
機
―
満
州
事
変
か
ら
敗
戦
に
至
る
政
治
・
社
会
・
メ
デ
ィ
ア
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
二
一
年
）
所
収
を
、
ア
ジ
ア
派
と
し

て
の
重
光
の
外
交
思
想
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
武
田
知
己
『
重
光
葵
と
戦
後
政
治
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）
第
一
部
第
一
章
を
、
満

洲
事
変
前
後
の
谷
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
湯
川
勇
人
「
満
州
事
変
と
谷
正
之
―
満
州
事
変
は
戦
間
期
の
外
務
省
を
ど
う
変
え
た
の
か
」
日
本
政

治
学
会
編
『
年
報
政
治
学
』2025-II

（
筑
摩
書
房
、二
〇
二
五
年
）
所
収
を
、脱
退
後
の
日
本
の
国
際
連
盟
外
交
に
つ
い
て
は
、樋
口
真
魚
『
国

際
連
盟
と
日
本
外
交
―
集
団
安
全
保
障
の
「
再
発
見
」』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
一
年
）
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
。

（
45
）　
「
一
九
三
一
年
十
二
月
十
日
ノ
国
際
連
盟
理
事
会
決
議
ニ
依
リ
任
命
セ
ラ
レ
タ
ル
調
査
委
員
会
報
告
書
ニ
対
ス
ル
意
見
書
」
五
九
頁
、『
日
本

外
交
文
書
』
満
州
事
変
別
巻
所
収
。

（
46
）　

一
九
三
二
年
一
一
月
一
九
日
付
内
田
〔
康
哉
〕
外
相
発
在
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
澤
田
連
盟
帝
国
事
務
局
長
宛
電
報
、『
日
本
外
交
文
書
』
満
州
事
変

第
三
巻
事
項
一
‐
四
九
文
書
。

（
47
）　

第
一
次
上
海
事
変
勃
発
後
の
二
月
一
九
日
理
事
会
に
お
い
て
、
佐
藤
尚
武
日
本
代
表
は
か
ね
て
か
ら
準
備
し
て
き
た
連
盟
規
約
適
用
伸
縮

論
を
披
露
し
、「
規
約
ハ
『
組
織
ア
ル
人
民
』
ヲ
規
律
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
カ
支
那
ニ
内
乱
相
続
キ
無
政
府
状
態
ニ
ア
ル
コ
ト
久
シ
ク
到
底
組
織
ア
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ル
国
民
ト
云
フ
能
ハ
ス
…
…
要
ス
ル
ニ
支
那
ノ
現
状
ハ
規
約
ノ
厳
格
ニ
適
用
ス
ル
ヲ
許
サ
サ
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
と
訴
え
た
も
の
の
（
一
九
三
二

年
二
月
二
〇
日
付
在
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
澤
田
連
盟
帝
国
事
務
局
長
発
芳
澤
外
相
宛
電
報
、『
日
本
外
交
文
書
』
満
州
事
変
第
二
巻
第
二
冊
事
項
四
‐

一
一
一
文
書
）、
こ
れ
に
同
調
す
る
国
は
現
れ
ず
、「
日
本
ハ
全
然
孤
立
ノ
状
態
ニ
陥
」
っ
た
（
一
九
三
二
年
二
月
二
〇
日
付
在
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
澤

田
連
盟
帝
国
事
務
局
長
発
芳
澤
外
相
宛
電
報
、
同
前
、
事
項
四
‐
一
一
二
文
書
）。

（
48
）　Telefonogram

 z rozm
ow

y p. G
w

iazdow
skiego z p. R

aczyńskim
, 30 listopada 1931, w

 „Zatarg japońsko-chiński o 
M

andżurię. Raporty, korespondencja, druki. Tom
 III. ”, sygnatura: 2/322/0/4.2/1774, AAN

.

（
49
）　N

otatka dla M
inistra ﹇od Raczyńskiego

﹈, 30 listopada 1931, sygnatura: 2/322/0/4.2/1773, AAN
. 

た
だ
し
、
こ
の
ザ
レ
ス

キ
外
相
宛
の
文
書
に
お
い
て
ラ
チ
ン
ス
キ
国
際
組
織
部
長
は
、「
グ
ウ
ィ
ア
ズ
ド
ス
キ
氏
と
私
は
、
も
し
委
員
会
に
大
国
の
代
表
や
九
カ
国
条

約
の
締
約
国
以
外
の
国
の
代
表
が
く
わ
わ
る
の
で
あ
れ
ば
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
を
立
候
補
さ
せ
る
こ
と
に
同
意
し
た
。
し
か
し
、
も
し
委
員
会
が
大

国
の
代
表
の
み
で
構
成
さ
れ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
が
専
門
家
の
地
位
を
提
供
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
よ
う
な
提
案
は
拒
否
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
う
」
と
述
べ
て
お
り
、
若
干
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

（
50
）　Chłapow

ski do M
SZ, 1 grudnia 1931, ibid.

（
51
）　C

om
pte-rendu de la séance secrète tenue le m

ercredi 27 janvier 1932 à 16 heures, dans le B
ureau du Secrétaire 

général à G
enève, M

inutes of the secret m
eetings of the C

ouncil - G
eneva, January 1932, R

6228/14/9887/2385/
Jacket4, LN

A.

（
52
）　G

w
iazdoski do M

SZ, 28 stycznia 1932, w
 „Zatargi i spory m

iędzy członkam
i Ligi N

arodów
 - zatarg chińsko - 

japoński o M
andżurię; zw

ołanie N
adzw

yczajnego Zgrom
adzenia Ligi, stanow

isko w
ielkich m

ocarstw
. Spraw

ozdanie 
delegacji, raporty A

m
basad R

P w
 Paryżu i w

 Londynie, Poselstw
a R

P w
 M

oskw
ie, korespondencja. ”, sygnatura: 

2/513/0/-/237, AAN
.

（
53
）　Com

pte-rendu de la séance secrète tenue le jeudi 28 janvier 1932 à 16 h.45, dans le Bureau du Secrétaire général à 
G

enève, R6228/14/9887/2385/Jacket4, LN
A.

（
54
）　Com

pte-rendu de la séance secrète tenue le sam
edi 6 février 1932 à 16 h. 30, dans le bureau du Secrétaire général à 
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G
enève; Com

pte-rendu de la séance secrète tenue le vendredi 12 février 1932 à 17h 30, dans le Bureau du Secrétaire 
général à G

enève, ibid.
（
55
）　C

om
pte-rendu de la séance secrète tenue le m

ardi 16 février 1932 à 16 heures, dans le B
ureau du Secrétaire 

général à G
enève, ibid.

（
56
）　

前
掲
、
海
野
『
国
際
連
盟
と
日
本
』
二
〇
七
〜
二
〇
八
頁
を
参
照
。
回
答
の
全
文
に
つ
い
て
は
、
一
九
三
二
年
二
月
二
三
日
付
芳
澤
外
相
発

在
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
澤
田
連
盟
帝
国
事
務
局
長
宛
電
報
、『
日
本
外
交
文
書
』
満
州
事
変
第
二
巻
第
二
冊
事
項
四
‐
一
二
一
文
書
を
参
照
。

（
57
）　

政
治
経
済
局
東
方
部
長
：
一
九
三
一
年
一
月
二
〇
日
〜
一
九
三
四
年
一
月
三
一
日
。

（
58
）　Schätzel do G

enew
y, 23 lutego 1932, sygnatura: 2/513/0/-/237, AAN

. 

こ
の
と
き
シ
ェ
ツ
ェ
ル
東
方
部
長
は
、
こ
う
し
た
ポ
ー

ラ
ン
ド
を
非
難
す
る
論
調
の
背
後
に
は
「
一
部
の
大
使
館
」
の
動
き
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
駐
日
ド
イ
ツ
大
使
館
を
指
し

て
お
り
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
フ
ォ
ン
・
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
（Ernst von W

eizsäcker

）
独
国
代
表
が
、
理
事
会
声
明
に
対
す
る
自
国
の
責

任
を
回
避
す
る
た
め
二
月
一
六
日
理
事
会
の
議
事
を
リ
ー
ク
し
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
側
は
そ
れ
を
日
ポ
関
係
を
引
き
裂
こ
う
と
す
る
ド
イ
ツ
の
策

動
と
見
た
（G

w
iazdoski do Becka, 1 m

arca 1932, w
 „Zatargi i spory m

iędzy członkam
i Ligi N

arodów
 - zatarg chińsko 

- japoński o M
andżurię, głów

nie spraw
a incydentu szanghajskiego i w

ycofania w
ojsk japońskich, interw

encja Ligi, 
obrady K

om
itetu 19. Spraw

ozdania delegacji, kom
unikaty K

om
itetu 19, raporty A

m
basady R

P w
 W

aszyngtonie. ”, 
sygnatura: 2/513/0/-/238, AAN

）。

（
59
）　Zaleski do M
SZ, 24 lutego 1932, sygnatura: 2/513/0/-/237, AAN

.

（
60
）　Zaleski do Tokio, 24 lutego 1932, ibid.

（
61
）　Beck do G

enew
y, 5 m

arca 1932, sygnatura: 2/513/0/-/238, AAN
.

（
62
）　Floyar-R

ajchm
an do Szefa O

ddziału II Sztabu G
łów

nego w
 W

arszaw
ie, 5 m

arca 1932, w
 „M

ateriały dotyczące 
D

alekiego W
schodu. ”, sygnatura: 2/1190/0/1.2/616/130. 

な
お
、
フ
ロ
イ
ア
ル
＝
ラ
イ
ヒ
マ
ン
少
佐
の
報
告
に
は
、
介
入
の
具
体
的

な
内
容
と
し
て
、
二
月
二
六
日
に
参
謀
本
部
か
ら
橋
本
虎
之
助
第
二
部
長
名
の
文
書
が
手
交
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
文
書
に
は

ポ
ー
ラ
ン
ド
側
の
弱
み
に
付
け
込
ん
だ
露
骨
な
圧
力
と
も
受
け
取
れ
る
次
の
よ
う
な
内
容
が
含
ま
れ
て
い
た
。「
ご
承
知
の
と
お
り
、
上
部
シ
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ロ
ン
ス
ク
、
ヴ
ィ
ル
ノ
等
の
問
題
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
が
始
ま
っ
た
当
初
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
帝
国
の
代
表
は
、
ド
イ
ツ
や
そ
の

他
の
国
の
要
請
や
試
み
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
常
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
国
益
に
合
致
す
る
立
場
を
と
っ
て
き
ま
し
た
。
参
謀
本
部
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド

の
強
固
な
立
場
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
の
仮
定
に
も
と
づ
い
て
、
常
に
こ
の
方
向
で
行
動
し
て
き
た
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
我
々

は
こ
の
理
由
で
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
見
返
り
を
求
め
た
り
、
義
務
を
課
し
た
り
す
る
つ
も
り
は
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
近
の

国
際
連
盟
に
よ
る
日
本
に
対
す
る
一
方
的
な
行
動
と
そ
れ
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
が
く
わ
わ
っ
た
こ
と
に
対
す
る
日
本
の
世
論
の
一
般
的
な
雰
囲
気
に

鑑
み
て
、
ソ
連
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
あ
い
だ
に
将
来
何
ら
か
の
紛
争
が
生
じ
た
場
合
、
日
本
の
世
論
に
対
す
る
懸
念
を
、
信
頼
と
友
情
の
名
に
お

い
て
、
表
明
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
」。

（
63
）　Special Session of the Assem

bly, 8 M
arch 1932, Extraordinary Session of the Assem

bly, M
arch 1932, Journal: texts, 

R3364/15/35468/35227, LN
A.

（
64
）　Zaleski do M

SZ, 7 m
arca 1932, sygnatura: 2/513/0/-/238, AAN

. 

こ
の
と
き
参
謀
本
部
に
よ
る
介
入
に
つ
い
て
も
聞
か
さ
れ
た
佐

藤
は
大
い
に
驚
き
、「
軍
部
の
そ
う
し
た
見
解
は
事
実
に
も
と
づ
い
て
お
ら
ず
、
日
本
政
府
は
共
有
し
て
い
な
い
」
と
述
べ
た
。

（
65
）　G

w
iazdoski do Pana M

inistra Spraw
 Zagranicznych, 23 m

arca 1932, ibid. 

（
66
）　Ibid.

（
67
）　Ibid.

（
68
）　

こ
の
点
に
関
し
て
、
日
満
議
定
書
締
結
直
後
に
作
成
さ
れ
た
以
下
の
駐
日
ポ
ー
ラ
ン
ド
公
使
館
報
告
の
記
述
は
、
そ
う
し
た
同
国
の
立
ち
位

置
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。「
満
洲
に
お
け
る
日
本
の
事
実
上
の
保
護
国
に
目
を
つ
ぶ
り
た
い
者
も
、
も
は
や
そ
う
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
…
…

同
地
は
数
年
以
内
に
朝
鮮
と
同
じ
運
命
を
辿
る
だ
ろ
う
」（﹇Antoni

﹈ Jażdżew
ski do Pana D

yrektora D
epartam

entu politycznego, 
23 w

rześnia 1932, w
 „M

ateriały dotyczące D
alekiego W

schodu. ”, sygnatura: 2/1190/0/1.2/616/122, AAN

）。

（
69
）　

三
月
臨
時
総
会
終
了
後
、
次
回
連
盟
総
会
の
方
針
を
決
定
し
た
日
本
外
務
省
は
、
主
要
列
国
の
ほ
か
に
「『
イ
ー
マ
ン
ス
』『
ベ
ネ
シ
ュ
』『
ポ

リ
チ
ス
』
等
小
国
側
穏
健
分
子
ニ
対
シ
可
然
申
入
レ
」
る
こ
と
と
し
た
（
一
九
三
二
年
三
月
二
八
日
付
芳
澤
外
相
発
在
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
澤
田
連
盟

帝
国
事
務
局
長
宛
電
報
、『
日
本
外
交
文
書
』
満
州
事
変
第
二
巻
第
二
冊
事
項
四
‐
二
八
三
文
書
）。
い
ず
れ
も
長
ら
く
国
際
連
盟
で
活
躍
し
て

き
た
有
力
者
で
あ
り
、
こ
の
三
国
が
選
ば
れ
た
理
由
も
そ
こ
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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（
70
）　O

kólnik naczelnika W
ydziału W

schodniego w
 spraw

ie w
izyty przedstaw

iciela M
andżurko, 4 listopada 1932, PD

D
 

1932, dok. 279.
（
71
）　

一
九
三
二
年
一
一
月
八
日
付
在
ポ
ー
ラ
ン
ド
木
下
臨
時
代
理
公
使
発
内
田
外
相
宛
電
報
、『
日
本
外
交
文
書
』
満
州
事
変
第
三
巻
事
項
一
‐

三
二
文
書
。

（
72
）　

一
九
三
二
年
一
一
月
一
一
日
付
在
ポ
ー
ラ
ン
ド
木
下
臨
時
代
理
公
使
発
内
田
外
相
宛
電
報
、
同
前
、
事
項
一
‐
三
四
文
書
。

（
73
）　N

otatka z rozm
ow

y z Am
basadorem

 M
atsuoką, Raczyński do ﹇Jana

﹈ Szem
beka, 9 listopada 1932, w

 „Zatargi i spory 
m

iędzy członkam
i Ligi N

arodów
 - zatarg chińsko - japoński o M

andżurię; obrady N
adzw

yczajnego Zgrom
adzenia 

Ligi, stanow
iska w

ielkich m
ocarstw

 i Polski. Spraw
ozdania delegacji, projekt rezolucji, kronika w

ypadków
, 

korespondencja. ”, sygnatura: 2/513/0/-/240, AAN
.

（
74
）　

外
務
副
大
臣
：
一
九
三
二
年
一
一
月
五
日
〜
一
九
三
九
年
九
月
三
〇
日
。

（
75
）　Thirteen Plenary M

eeting, 8 D
ecem

ber 1932, E
xtraordinary Session of the A

ssem
bly, 1932 - V

erbatim
 R

ecords, 
R3364/15/35979/35227 LN

A.

（
76
）　Raczyński do Becka, 20 grudnia 1932, sygnatura: 2/513/0/-/240, AAN

.

（
77
）　R

aczyński do B
ecka, 12 stycznia 1933, w

 „Zatargi i spory m
iędzy członkam

i Ligi N
arodów

 - zatarg chińsko - 
japoński na tle ogólnej sytuacji politycznej, głów

nie na dalekim
 w

schodzie, przebieg, interw
encja Ligi N

arodów
. 

Raporty delegacji, Am
basad RP w

 Rzym
ie i w

 Londynie, deklaracje, projekt rezolucji, m
em

orandum
, korespondencja, 

notatki. ”, sygnatura: 2/513/0/-/241, AAN
.

（
78
）　Raczyński do Becka, 13 lutego 1933, ibid.

（
79
）　

駐
日
ポ
ー
ラ
ン
ド
公
使
館
参
事
官
：
一
九
三
〇
年
一
〇
月
一
日
〜
一
九
三
三
年
一
〇
月
一
日
（
臨
時
代
理
公
使
：
一
九
三
〇
年
一
〇
月
一
日

〜
一
九
三
三
年
九
月
三
〇
日
）。

（
80
）　Jażdżew

ski do M
SZ, 16 lutego 1933, PD

D
 1933, dok. 34.

（
81
）　Raczyński do Becka, 21 m

arca 1933, sygnatura: 2/513/0/-/241, AAN
.
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（
82
）　Ibid.

（
83
）　
﹇W

ładysław

﹈ Kulski do M
SZ, 5 kw

ietnia 1933, w
 „Zatargi i spory m

iędzy członkam
i Ligi N

arodów
 - zatarg chińsko 

- japoński na tle sytuacji politycznej, głów
nie na D

alekim
 W

schodzie. Przebieg, interw
encja Ligi N

arodów
. R

aporty 
delegacji, Am

basady RP w
 Londynie, deklaracja, kronika konfliktu, kom

unikaty Ligi N
arodów

. ”, sygnatura: 2/513/0/-
/242, AAN

.

（
84
）　Szem

bek do Raczyńskiego, 9 m
aja 1933, ibid.

（
85
）　Ibid.

（
86
）　Ibid.

（
87
）　

こ
の
間
、
日
本
陸
軍
に
よ
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
内
の
軍
需
工
場
や
兵
器
工
場
の
視
察
が
実
際
に
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
日
中
戦
争
勃
発
後
の

一
九
三
七
年
一
一
月
に
は
同
国
か
ら
日
本
へ
の
武
器
譲
渡
が
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
（
前
掲
、
阪
東
『
世
界
の
な
か
の
日
本
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
関

係1931-1945

』
一
八
〜
二
一
頁
）。

（
88
）　Szem

bek do Raczyńskiego, 8 lipca 1933, sygnatura: 2/513/0/-/242, AAN
.

（
89
）　C

ircular to the M
em

bers of the League not R
epresented on the A

dvisory C
om

m
ittee 

（C
.L.117.1933.V

II.

）, 
C

onsequences of non-recognition of M
anchukuo - Preparation of a report by Sub-C

om
m

ittee of the A
dvisory 

Com
m

ittee, R3607/1/3603/207, LN
A.

（
90
）　K

ulski do M
SZ, 21 lipca 1933, sygnatura: 2/513/0/-/242, AAN

. 

（
91
）　G

w
iazdoski do G

enew
y, 29 lipca 1933, ibid.

（
92
）　K

ulski do M
SZ, 11 sierpnia 1933, ibid.

（
93
）　Com

m
unications reçues au sujet de la circulaire C.L.117. N

on-Reconnaissance du M
anchukouo, R3607/1/3603/207, 

LN
A.

（
94
）　

こ
の
点
に
関
す
る
日
本
側
の
報
道
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、「
日
本
よ
さ
ら
ば
―
連
盟
事
務
総
長
の
声
明
」『
朝
日
新
聞
』（
一
九
三
五
年

三
月
二
七
日
）、「
帝
国
け
ふ
連
盟
と
完
全
に
袂
を
分
つ
―
無
言
の
我
に
連
盟
は
惜
辞
」『
読
売
新
聞
』（
一
九
三
五
年
三
月
二
七
日
）
を
参
照
。
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（
95
）　
﹇Tytus

﹈ Kom
arnicki do M

SZ, 29 m
arca 1935, sygnatura: 2/513/0/-/242, AAN

.
（
96
）　

一
九
三
五
年
五
月
一
二
日
に
ピ
ウ
ス
ツ
キ
元
帥
が
死
去
し
た
の
ち
、
ベ
ッ
ク
外
相
が
「
均
衡
政
策
」
を
継
承
し
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
外
交
を
指
導

し
た
。
ベ
ッ
ク
外
相
の「
均
衡
政
策
」の
基
調
に
あ
る
国
際
政
治
観
や
外
交
観
に
つ
い
て
は
、Kornat i W

ołos, op. cit., s. 370-375

を
参
照
。

（
97
）　

前
掲
、
パ
ワ
シ
ュ
＝
ル
ト
コ
フ
ス
カ
／
ロ
メ
ル
『
日
本
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
関
係
史1904-1945

』
増
補
改
訂
、
二
一
五
〜
二
三
六
頁
を
参
照
。

（
98
）　

こ
の
点
に
関
し
て
、
中
小
国
の
主
張
に
沿
っ
て
国
際
連
盟
が
満
洲
国
を
承
認
し
な
か
っ
た
こ
と
で
連
盟
規
約
の
権
威
は
完
全
な
失
墜
を
免
れ

た
と
し
、
連
盟
規
約
や
不
戦
条
約
に
示
さ
れ
た
一
般
原
則
が
普
遍
性
を
獲
得
す
る
契
機
と
な
っ
た
と
す
る
見
方
も
あ
る
（
小
林
啓
治
『
国
際
秩

序
の
形
成
と
近
代
日
本
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
、
第
五
章
）。
そ
う
し
た
見
方
を
ま
っ
た
く
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
本
稿
で
分

析
し
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
視
点
か
ら
見
た
と
き
、
一
般
原
則
の
擁
護
と
同
じ
く
ら
い
、
満
洲
事
変
の
影
響
が
東
ア
ジ
ア
に
局
限
さ
れ
る
か
ど
う
か

も
重
要
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
、
そ
の
後
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
、
一
九
三
五
年
の
伊
エ
戦
争
に
際
し
て
国
際
連
盟
は
関
与
す
べ
き
で

な
い
と
の
立
場
を
と
り
、「
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
の
恩
恵
に
だ
け
頼
る
の
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
は
リ
ス
ク
が
大
き
す
ぎ
る
だ
ろ
う
。
今

日
の
状
況
で
は
、
連
盟
に
お
け
る
最
良
の
シ
ス
テ
ム
は
、『
あ
る
国
の
利
益
に
密
接
に
関
連
す
る
複
雑
な
問
題
に
つ
い
て
は
そ
の
国
が
責
任
を

持
つ
べ
き
で
あ
る
と
す
る
地
域
主
義
』
で
あ
る
」
と
の
見
方
を
示
し
、さ
ら
に
そ
の
実
例
と
し
て
「
満
洲
」
を
あ
げ
る
よ
う
に
な
る
（N

otatka 
naczelnika W

ydziału O
rganizacji M

iędzynarodow
ych: podsum

ow
anie w

ypow
iedzi m

inistra spraw
 zagranicznych na 

tem
at sporu w

łosko-etiopskiego, 31 lipca 1935, PD
D

 1935, dok. 239

）。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
、
連
盟
総
会
退
場
直
後
に
日
本
外

務
省
が
ま
と
め
た
「
今
次
連
盟
ノ
大
勢
ヲ
作
レ
ル
小
国
側
ノ
態
度
ハ
…
…
日
支
紛
争
カ
先
例
ト
ナ
リ
他
日
自
国
ノ
運
命
ニ
重
大
ナ
ル
影
響
ヲ
及

ホ
ス
コ
ト
ナ
キ
ヤ
ト
ノ
恐
怖
心
ヨ
リ
出
発
」
し
、「
欧
州
ノ
困
難
ナ
ル
国
際
関
係
ニ
累
ヲ
及
ハ
サ
サ
ル
考
慮
ヲ
以
テ
今
回
ノ
報
告
書
案
ヲ
作
成
」

し
た
と
す
る
見
解
も
（「
連
盟
問
題
ニ
関
ス
ル
一
般
的
形
勢
観
察
」
一
九
三
三
年
二
月
二
五
日
、「
帝
国
政
府
ノ
国
際
連
盟
脱
退
関
係
一
件
」
外

務
省
記
録B.9.1.0.8

、
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
）、
連
盟
内
の
状
況
を
そ
れ
な
り
に
把
握
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

（
99
）　R
ozm

ow
a Pana M

inistra Spraw
 Zagranicznych z p. B

erthelotem
, 25 listopada 1931, w

 „Zatargi i spory m
iędzy 

członkam
i Ligi N

arodów
 - zatarg chińsko - japoński o M

andżurię, interw
encja i obrady R

ady Ligi N
arodów

, 
stanow

isko w
ielkich m

ocarstw
. R

aporty delegacji, A
m

basad R
P w

 Londynie i W
aszyngtonie, korespondencja. ”, 

sygnatura: 2/513/0/-/227, AAN
.
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四
五 

（名城　'26）75－4－ 138

（
100
）　

一
九
三
二
年
一
〇
月
一
一
日
付
澤
田
連
盟
帝
国
事
務
局
長
発
内
田
外
相
宛
電
報
、『
日
本
外
交
文
書
』
満
州
事
変
第
三
巻
事
項
一
‐
八
文
書
。

（
101
）　

緒
方
貞
子
『
満
州
事
変
―
政
策
の
形
成
過
程
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
：
初
版
一
九
六
六
年
）
三
三
〇
頁
。

（
102
）　

前
掲
、
井
上
『
危
機
の
な
か
の
協
調
外
交
』
三
二
八
頁
。


